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世の中の人々がその家庭生活において，また

職場生活その他において，もう少 し整理整頓と

いう ことに気を配るようになったならば火事も

ずいぶん減る ことだろうと思う。

なぜかというと，たいていの出火原因は経過

的にみると， 要するに当事者や責任者が発火源

や着火物の整理整頓をおこたっていたからであ

るということに帰結されるからである。

日本人は勤勉できれいずきだという評判だか

ら元来不精な民族ではないはずであるが，火災

予防の見地から家庭や職場の整理整頓状態を見

るとどうやら落第点が多い。

家庭のこんろ類を例にとってみても，乱雑な

状態に置いであったり ，ふきそう じもしないで

使っていたり ，マッチや燃料の保管，火だねや

取り灰の始末などの点で全く整理整頓を無視し

ている場合が少くなし、。工場などでも，燃えや

すいものが散乱していたり，防火標識がこわれ

ていたり，消火器が機械や材料のかげになって

いたり ，水そうがかわいていたり ，防火砂が雨

だれにねれていたり，おはなしにならない場合

が多し、。事務所などにしても，古い書類や伝票

がところきらわず111づみになっていたり ，スト

ーフの近くに紙くずかごがあったり，たばこの

吸いがらが散らばっていたりというような状態

はめずらしくない。

これでは火事が多いのもあたりまえのはな し

だし，火災予防上これではいけないと誰しも思

っているはずなのだが，事実は火事を出すまで

その気になれないのである。つまりは整理整頓

に弱し、のであろう。

だし、たい整理整I顕という行為はたいていの場

介入間の子l↑'f't・ド｜ごに倹たなければならないことが
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多いのだから発火源や着火物のことだけに限っ

て整理整頓を実行し，ほかのことは不精をして

いてもよいというものではなくて，やはり家庭

であると職場であるとを問わず日常生活のすべ

てにわたって整理整頓を習慣化するように しな

ければだめだと思う。

* * 
整理整頓とい うと，私は反射的に昔の軍隊生

活を思いおこすのである。あそこは朝に整理タ

に整頓というようなところで，私どもは入るか

ら出るまで，あけくれ整理整頓に追いまくられ

ていた。入営前の学生生活を人一倍ずぼらに過

してきた私にとって，なによ りつらかったのは

内務班の生活だった。あのせまい空間に， 兵器

をは じめ軍服，作業服，寧帽，背の う，ゲート

ノレ，軍靴などの軍装品，官給と私物の肌着類，

食器，洗面具，そのほかたくさんな典範令から

参考書，文房具などにし、たるまで，これらをき

ちんと整理整頓しておく とい うことは全くもっ

てなみたいていのわざではなかった。だからし

て，私は整理整頓の権化のような伍長勤務上等

兵から何回となくこつぴどくどなられたり，教

えられたりしたものである。またせっかくうま

くできたと思っていても，不在中にどこと もな

く吹いてくる整頓風というのにくずされて しま

い，第一期検閲まではあわれなサイの河原を何

回演じたか知れなかった。

しかし， 私も一等兵から上等兵に進んだころ

は，さすがに整理整頓のエキスパートにな り，

いつ不時呼集のラッパがI！鳥つでもあわてないま

でになっていた。つまり暗がりでも何はどこに

あるという見当がつくくらい完全な整理整頓が



できるようになっていたからである。

訓練とい うものはおそろしいもので，こうし

た生活を経てふたたび地方へもどって米た松

は，｜’l分の家の比るものすべてがなんたる乱雑

かと感じ，子あたり次第かたづけたくなり ，ま

たそれをしなければ気がすまなかったのであ

る。それは復帰した職場においてもおなじこと

だった。

しかしながら残念なことには，家庭も職場も

そうしたことには同調して米なかった。むしろ

「iに比えない抵抗さえ感ずるのであった。であ

るからせっかく身につけてきた筋金入りの整理

強頓もどうやら月日と共に錆を生じ，やがては

細ってしまった。

しかし広の場合は，その後において，安全の

仕事にたずさわるようになった関係上さいわい

にして軍隊式のそれには遠く及ばないまでも，

日常整理A整頓を尊重し，あるていど実行もし，

人にも強いている。なぜならば，安全は整理整

頓に始まって整理整頓におわるとまでいわれて

いるくらい整理整頓を重視しているので，こん

なことを年近くも口にしている と， 自然にそう

なってしまうのだろう。

* * 
このよ うなわけで，あれこれ考えあわせてみ

ると，終息整i顕の習慣化というものは，訓練や

しつけあるいは職業その他の客観条件によって

達成できる ように思われる。 しかしその訓練や

しつけはかなりきびしいものであって，その う

え相当ながし、期間をかけないとじきにもどって

しまう。 しかもこの訓練やしつけたるゃなかな

か抵抗の多いものである。

たとえば家庭において盤理整頓を口やかまし

くいうと，さっそくうるさい親父だ，神経質な

お父さんだといわれてきらわれることおびただ

しい。たださえそろそろいやがられの年令にな

ってきているのに，それに輪をかけるようなも

のである。またこのことは職場においても同様

だ。職場はお他人さまの集まりだし，人間関係

も微妙だから家庭のようなわけにはし、かなし、。

ワンマンでおしとおせるものなら別問題だが，

－－ゐE・・・~司・・・·~~・
一般的にはそうはいかなし、。どうしても手かげ

んというものが要る。そこでのべつ口やかまし

くしているわけにもし、かないから，と きにはて

れくさいのをがまんしてその辺の物をかたづけ

たり，たばこのすし、がらや紙くずなどをひろっ

てみせるのだが，そんな演出はとかく卒先垂範

とは解されず，ついてこないばかりか，かげの

声としてキザと呼ばれ，けむたがられるもとと

なる。だからまたこちらも 口やかましくならざ

るを得ないのであるが，こうしたことが何のた

めらいもなくできるころには停年もまたその辺

まで近づいてくるという寸法である。

余談はさておき，整理整頓をお しすすめるの

に対して，なぜこうした抵抗が生じてくるかと

いうと，とかく盤理整頓というものは，規制的

乃至は規絡的性格の浪ーいものであるのに対し，

片や少しでも拘束されたくないという人間生ま

れながらの本能的心理がはたらくからであろう

と思う。だからある程度の抵抗は仕方のないこ

とで，それは覚悟しでかからなければならな

し、。

しかし， 管理的乃至は指導的立場としては，

ここに考えておかなければならないことがあ

る。それは意識的抵抗の問題ではなくて，環境

における物理的ネックの問題である。これを解

決してやれば，少しぐらいの意識的抵抗はそれ

ほど苦にならないですむであろうし，いやおう

なしに整理整頓ができるような環境にすること

ができればそれこそ理想といえるだろう。

つまり ，実例的にし、 うと，何によ らず場所を

広くしてやること，棚，台，架，箱，容器その

他の整理用設備を充分に備え，かっこれらのデ

ザインを使いやすいものに工夫すること，婦除

用具を整えること，用品不用品にかかわらず附

場をきめてそれぞれ明示する こと， 採光や照明

を充分にすること，できることなら色彩調節を

取りいれることなどが肝じんである。

なお，整理整頓には，場所，範囲あるいは対

象物件によって，それぞれの責任者をきめてお

くということも大切であることはいうまでもな

し、。

（筆者は労働千iil't"業安全研究所 ・特殊指導部長〕
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1. 東洋化工KK横浜工場の爆発・・・・

昭和34年11月20日午前10時半頃引継ぎを終り

それぞれの部署に付いて仕事も軌道に乗った頃

合いに，所轄金沢消防署に男の声で「東洋化工

ですがいま事故ですJとの通報があり「救急で

すか」 と応問すると 「燃えています」 とのこ

と。それ／／ とばかり火災指令の電鈴と同時に

全員総立ちとなった。

昭和の幾多の爆発事件の中でも特筆大書され

るであろう大事件が年の暮も間近に迫った然、も

晴天続きの11月の20日，お昼にも未だ聞がある

時間に突然発生したのである。既にテレビ， ラ

ジオ，新聞紙上等で全国の偶々迄いち早く報道

せられその概要についてはご承知の方々が多い

のでその作業内符と今迄に知り得た出火経路，

並に原因等につき思い付くまま今少し掘り下げ

て考へて見fこし、。爆発事故の発生した金沢区は

横浜市の南方に位置し，東は東京湾に面し，西

は鎌ii，及逗子市， F干Jは横須賀市に接し，附近

には観光地として知られている金沢八景のある

風光明婦な処で工場に隣接して横浜市立大学，

市立金沢高等学校，東急車柄KK，東洋合成化

学KK等が有り西方山の陰に六浦小学校，幼稚

園等の有る文教地区であり且又重要工場の存花

する工業地域で，その周辺に多数の一般住宅が

有った。工場は元海軍航空廠支所火工部として

戦時中の昭和15年に発足 した処であり，発災し

た工場附近は海抜46米乃至68米の丘陵に固まれ

た地域で三方面が丘陵となっている山間の盆地

で，山を切り｜分lいて始めからその目的で作られ

た為め火薬庫並に火薬製造所としては決して不

適当とは思へない処である。

洋化工株式会社

横浜 工場 の

爆発事件について

(1）爆発場所及び名称・．．．．．

横浜市金沢区釜利谷町 1番地

東洋化工株式会社横浜工場

(2）火災発生日時・・・．．

①火災発生時刻・・・昭和34年11月20日午前101時

25分 （推定〉

②爆発時刻・・・同日午前10時38分（横浜気象台

地震計時による〉

③延焼阻止時刻一同午後 1時50分

④鋲火時刻・・・同午後4時O分

（め被害状況・・・．．．

①死傷者・・

死者...3名（男， 1 女，2)

重傷者・・・24名（入院した者〉

軽傷者…378名（医療を受けた者〉

小中学生の軽傷者・・・158名

計・・・563名

＠物的被害－．．

東洋化工KK工場建物・・

全焼..9椋・・・3,189平方米

全壊一16椋…1,617 It 

半療…6棟 一 800

d、2卜－・・31材1・・・5,606 It 

附近建物・．．

全壊…3棟一683平方米

半壊・・住家…166戸・・・5,643平方米

一部壊・・・住家 ・・4,826戸

③損害見積額・・・

東洋化工KK ・ ・ ・60, 165, 100円

公共建物及び附近工場施設・ー76,774,408円

一般住家..・22, 082, 893円

合計…162,022,401円



件）気象状況・．．．．．

晴風位・・・北の風 風速一・5.4米 気温・・・

11. 8°C 湿度・・68%（実効温度・・74%)

(5）出火工室の状況…・

火災を発生した工室は当工場のl何回側の

一番奥に位置した第工熔填工室であり，この工

室の建物構造は鉄筋コンクリー卜平家建，間口

30米，奥行15米， 450平方米の建物でこの建物

両側（東側と西側〉に木造モルタル亜鉛鉄板葺

の差し出し増築部がそれぞれ75平方米よりなる

一棟600平方米の工室である。この工室北側に

2米離れて間口23米，奥行 9米， 184平方米の

木骨鉄板葺の原料火薬類置場があった。この工

室及ひ・原料火薬類置場の南側と西側は山地にな

って居り，東側と北側lは防爆堤が設置されて他

工室とは完全に隔離されている。

(6）第 2熔境工室内の設備状況－…－－

出火した第2熔填工室内には熔融釜3基，こ

れに附随した炉過器3基とアセトン洗臓釜装置

1基が重要作業設備であり，これに伴う施設と

して援＃用動力モーター，F過用コ ンプレツサ

ー及真空ポンプ等が設備されている。この他火

楽風乾場，熱風乾燥場及び芯薬配合場があっ

た。工室中央北側寄りに熔融釜2基がコンクリ

ート壁で固まれであるが，この熔融釜は特需時

代に使用したもので現在は全然使用していなか

った。尚この他に災害発生当日はアセトン洗樵

猿置と，熔融釜（特需時代の使用しないもの〉

を囲んだコンクリー卜壁との間に保温炉計を改

造したトリニトロトルエン（TNT）の脱色実

験釜を設置した。その各施設の配置位置は上図

の通りである。
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(7）第 2熔填工室の作業概要…

第2熔填工室の重作業は払下げ軍用弾薬

より抽出した火薬を原料とし，これを熔融釜に

入れて蒸気加熱して熔融点の低いTNTを熔融

し，F過器にとり熔融TN Tを炉過分離する。

叉アセトン洗楳釜装置は原料火薬とアセトンを

洗樵釜に入れ撹枠し，アセトンにTN Tを溶解

せしめ，F過器にとり TN Tを溶解したアセト

ンを炉過分離して原料火薬の主成分であるTN 

Tとト リメチレ、ノ， トリニトロアミン（ヘキソ

ーゲン〉の混合割合を変へて産業用爆破薬を製

造する工室である。この他芯薬配合場があって

九一火薬（へキソーゲン90% TNT, 10%) 

と硝石を 7対 3の割合に的i分配分配合して芯薬

を製造していた。

①熔融釜装iB'.-・ 

熔融釜は工室中央部の＇~司＂ ＇N- りに 150kg容量

釜2基， 300kg容量釜 1基計 3基並んで設置さ

れている。この熔融釜は鉄製二重釜で外筒部が

蒸気室で内筒部が火薬熔融室となっていてアノレ

ミ鋳物の撹伴綜（プロペラ）が附属している。
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－~・畑園田：量富田園•·！t・

この熔融釜装置の作業は通称コンビ（C,B)

又は六 ・四火薬といし、へキソーグン 6割，TN 

T4割よりなる火薬を原料とし，蒸気加熱によ

り融京の低いTN Tを熔解し伊過器に移して真

空ポンプで！吸引して伊過し，混合比率をヘキソ

ーヂン80%,TNT20%に変へて爆破火薬とす

る装置である。

②アセトン洗糠装置－．

アセトン洗樵装置は工室の中。央北東寄ーり

に設置せられ，アセトン洗河際釜とアセトンタン

ク，炉過器，アセトン蒸溜装置等の組合せであ

る。この装置は鉄製単体釜であるアセトン洗糠

釜にへキソーグン80%,TNT20%よりなる八

．二火薬を lOOkgとアセトン60立を入れて常侃

下において撹枠し，アセトンにTN Tを溶解せ

しめ，この溶解液をコンプレツサーにより圧縮

P過 し，八 ・二火薬中のTN Tを抽出して九 ・

ー火薬（へキソーヂソ90% TNT, 10%）に

精製する装－置である。一方P過したアセトン液

は蒸溜タンクに移して蒸気加熱し，アセトンを

／！：－）憎しTN Tと分隊するO

!,(<;T¥認されたアセトン蒸気はパイフで冷却l器に

導かれて液化せられアセトン タンク に流入す

る。このようにしてアセトンは循環使用し得る

ようになっているが，この作業中において 1日

約60立方後が蒸発消貸していた検隊である。

③T NT！日t色実験釜装置－－

この装置はTN Tに含まれている不純物を

｜徐却しTN Tの純度を高めるための実験装置で

あり，この実験釜は既存の保温伊計を改造した

もので，鉄製二重釜で外筒部が蒸気室となって

おり ，中央部に活性炭素を入れ，これを蒸気加

- 6-

熱し，上部注入仁lより TN T溶液を流入し伊過

するようになっている装置で，この実験釜Lt8 

粍厚鉄板製で長さ 1米，径 386粧の円筒型で 卜．

部にTNT 1-t二人 J_J と加正月l ノζ イ プ及):f.土1~ 1 · がH

いている。 （写真参照〉

外筒部の蒸気室には上方にぷ気パイプと 卜）j

にドレンパイプが付いている。底部には中筒部

にアルミ紋ーの多孔F過板と銅網の伊過網（活性

炭の治；下防止用）があり，下部にTN T抽出口

がある。この実験を開始して熔融したTN Tを

約 1.4立程度注入した とき同工室内で出火した

ので実験は中断された。

(8）第 2熔填工室内における取扱薬品等の性質と

危険度・・・・・・

出火工室内で取扱っている薬店1等はそのう合ん

と‘が火薬類で一部火薬製造のー）／＆f1lにアセト ン

を使用しておりそれらの性質等は次の通りであ

る。

①アセトンーAceton(CGH;CH3) 

アセ トン洗機装置で使用していた。引火点

.. -18°C 発火点・・538°C 爆発範聞・・2.6～

12.8% 比lf(.. 0. 75 

無色液体で常組下で気化し且つ引火性が大で

ある。アセト ン蒸気は空気より重く蒸気街度

2.0（空気＝1）室内等では床面を流れ又漂う。

② トリニトロト ノレエン（TNT)Tri-nitro-

toluene ( C sH ~ CH 3( N0 ~） 3) 

淡黄色針状結品の爆薬であり ， 融点は低く 8~

0 C，常温下では一般に鈍感で且つ安定性大であ

るが，爆発すると破壊効果は非常に大である。

280°Cで爆発する。比重…1.654 

③トリメチレン， トリニトロアミン（ヘキ ソ



ーゲン） Hexogen (CH2)a (NN02)a 

白色粉未で；爆薬，雷管等にも使用する。

④六四火薬（コンポジシヨンB）軍用火薬

通称コンビ（C, B）又は六四火薬と称して

おりへキソーゲン60%, TNT40%よりなる。

弾薬より抽出したもので産業用爆発柴の原料と

して使用していた。

⑤八二火薬・

六四火薬を原料として溶融釜で処理し，ヘキ

ソーグン80%,TNT20%の混合率の火薬に精

製したもので産業用爆破薬である。

⑥九一火薬・・・

八二火薬同様産業用爆破火薬として精製した

ものでヘキソーゲン90%, TNT10%の混合率

の火薬である。

⑦芯薬・・

九 ・ー火薬70%と硝石（硝酸カリ〕 30%の混

合楽である。

（ω第2熔演工室の出火に至るまでの経過概要…

~圃置誼圃E温

第2熔撰工室は当日午前8時より A係長以下

17名がそれぞれの作業配置につき火薬製造の作

業を開始した。flllちアセトン洗糠装置及び熔融

釜装置による火薬製造作業並びに原料粉砕作

業，火薬類運搬作業，芯薬配合作業，乾燥作業

等を平常通り実施しており一方当日に限り異例

作業として同工室内におし、て係長と係長補佐の

2名でTN T脱色実験釜の実験準備に午前9時

頃着手した。即ち活性炭素 lOkgを充填して上

部蓋をボノレト締めして実験釜に蒸気を通し加熱

を開始した。

午前10時過ぎに至り全員休憩時間に入り，J二

室外西，南側の域内で喫煙休憩し，午前10時15

分に休憩を終り全員工室に民り，休憩前に引続

き作業継続に着手した。

①午前10時15分頃係長が第 1熔填工室から実験

の資料として溶融した TN T約 lOkgを第2溶

填工室に運んで来た。これを係長補佐が受けと

り，実験釜のところに運んだ。

②係長が係長補佐にTN Tを実験釜に入れる様

指示したので杓子でTN T溶液ーを汲み，実験釜

上部注入口より伊計を使い流し込んだ。杓子で

2杯目を入れ終ったところ注入口とP計の聞か

らTN T溶液の飛沫が吹き出した。

③係長補佐がこの旨を係長に告げたところ 1折、

目は異状なかったが 2杯目には前と同様にlfi~Iー

と注入口の聞からTN T飛沫が吹き出した。

④係長はこの理由はコ ンプレツサーの作用で内

部圧がかかっているからだと判断し，係長補佐

にコンプレアサーの状況を見に出したところ，

コンプレツサーは作動していなかった。

この状態を確認して拘び実験釜のところに民

って来るため北側入口から工室内に 1, 2歩入

ったところ，実験釜上部天井附近に「ポン」と

いう音を聞いたので立上り実験釜を見たとこ

ろ，実験釜の上部附近に火位を係長補佐が凶盤

しfこ。

主）この火位を目撃したl直後実験釜附近から火焔

が実験釜を包む様に上井し，瞬時にして火焔が

拡大し，天井附近迄達した。

⑥この時（出火〉まで同工室内の各作業は何等

の異状なく作業中であった。

7 -
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⑦実験実施中の 2人を除く他の従業員は出火時

の青又は出火時の光り等と係長等が「火事だグ

逃げろ．グ」と呼んだ声等により出火を知り，全

員工室から避難した。

⑧実験釜間近から出火した火は益々鉱大し建物

及び附近火薬類，アセトン等に着火し，同工室

北側2米離れた場所の原料火薬煩約3.6屯に着

火して大爆発が発生した。この時聞は出火後約

13分後の午前10時38分であった。

⑨この爆発の結果火災建物及び燃焼物件が爆風

により飛散し防爆堤を超へて周辺工室及び山林

等に法下し類焼を開始した。

帥出火原因・・・

出火原因については色々と考へられたが脱色

実験釜上部の出火が有力となり，最初の火が何

であったが最大の関心時となった。丁度当局理

化学実験室にも TN T資料が持参せられ色々と

プランクテス トが重ねられた。その内で12月4

日の実験でTNT7瓦に活性炭 0.4瓦の混合物

を均崎に入れ瓦斯パーナーで加熱 し100。Cに上

昇後瓦斯ノくーナーよ り降 し温度の変化を見たら

約2分間で109°Cまで上昇し白と黄色の混合し

た煙が出るのを認めた。100。C以上には決して

温度を上げていなかったとのことで実験を進め

て屑たが100。C以下では何らの反応を示さず時

焦に采－り上げていた時だけに大いに力を得，）！＿

横浜岡立大学J仁川教綬の助言を戴し、たりして今

度は100。C以上で20数回実験を繰り返 し遂に納

瓶 108～134°C, 活性炭素層の上部祖度 114～

120°cに於て 85～ggocに熔融せるTNT5瓦

を2～ 3回活性炭素層の上部中央へ分注する時

状況により発火の危険性があること を確認出来

- 8 -

一， ．
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このせ，： ：だに1~き県聖子鑑識係と！昭和35't.J二 2 JJ 5 

仁l，東洋化」J株式会社横浜工場の安全なるー｜料

に於て同一条件で再現せられ，大爆発を誘発し

た第 1の火は「JI見色実験の失敗による火であ

る」という結論に述し 2ヶ月にわたるj京向調子t

に終止符をイ、lった模僚である。

(fl）結び

①昭和34年も年末に近づぎ日本中の人々のl＼・

目を鶴ろかせた東洋化工KK横浜工場の大爆発

事件の原因を究明して最初jの火がTNTJB~色実

験釜の失敗と云うことで多く の問題点が残され

る。その第1は実験室的に硝子製品で1～21旦｜

の成功で直ちに危険な工室に実験釜を持ち込ん

で更に大規模な実験を行ったと云うことであ

る。今少し慎重に安全な場所で実験を繰り返す

べきであったと考へられる。

②大爆発の割に死者の少なかったことは不幸

中の宰で逃げ遅れた女子従業員 2名，殺に最後

迄部下従業員の待避を気付かつて殉職せられた

係長に哀悼の：官、を捧げるものである。

③火災発生より爆発迄12～3分の聞があり，

火薬製造所としてはJl::.むを得ね事情も考へられ

るが何とか初期消火の方法が無かったも のか？

唯単に火が出た ら逃げろ／／ だけでは済まされ

ない気がする。

④爆発地点を中心として半径 L700米の地域

までその被古を及ぼしたが，特に海峡64米の丘

陵を界にした哀側の六浦町西ヶ谷住宅地｜メ．は11土

も被害が大きかったことに注意を要する。

⑤誘爆発防止の為めに立ち上った消防決死I~

の美談の生れたこと叉叙勲並に数々の表彰を受

けられたこと等は全国の消防を代表 して表彰さ

れた様な喜しいことである。

⑥広大な工場敷地救びに周辺地区一帯の飛火

火災，類焼危険の有無を確認する為上伐をj¥tん

でいた何日新聞社のヘリコプタ ーに消防深j乏が

塔乗させてrlV、上空から異常の有無を他部して

避難命令解除を捉進出来たことは消防も ~＼lj<i活

動の要あることを立証したものに他ならなし、。

（筆者は横浜消防局予防課勤務 ・次号は第二京j民

国道路上の火薬運搬 トラックの爆発事fl')
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その l

さきに本品、の39号で，こんど改止された建築

基準法のあらま しをご紹介しましたが，そのと

きもおことわりしたように，その後昨年末の12

月4日にその施行令が公布され，同じく 23日か

らこの改正法律と施行令が施行されましたの

で，そのうちの防火に関係ある規定の内容を再

び本誌でおったえする次第です。

前号で損害保険協会調査課長の宍戸さんが1長

かれた 「編集10年うらぱなし」によりますと，

本誌の読者の方々からさまざまな注文があっ

て，当の宍戸さんはじめ編集のみなさんが苦労

しておられる様子でした。記事の中で，つまる

話，つまらね話色々ありますが，およそ法規の

話ほどつまらないものはないと思います。その

法規のことをこれから書くのですが，ご紹介し

碓井憲

ょうとする法文を全部のせて解説することは徒

らに長たらしくなりますので，法文は必要に比；

じ法令集を見ていただくことにして，ここでは

その内容のあらましだけにとどめたいと思いま

す。 したがって，こまかし、点の解釈等にふれる

余裕はなし、かもしれませんので，予めおことわ

りしておきます。

なお，前の時にはふれませんでしたので，こ

の機会にご紹介しておきたいことは，こんどの

改正建築基準法とその施行令中の防火に関係あ

る規定や建設省告示は，昭和28年頃から建築学

会の都市不燃化委員会（委員長東大浜田稔博

士〉の第2小委員会（主査東大星野昌一博土）

が足かけ 7年にわたって各方面の意見をききな

がら行った研究に促されて，建設省当局が｜司委

l't~l.JABL •= 
米国リヲイ177レスヌリンクラ－装置
屋内－屋外／｝イドヲンド－ドレンチγ一設備

リ7イ7JJ~自動；南波書偶者保政料開夫会認．定）ドし〉チアて装置
消火荘設備例FJK儲抑配管設備全般（鮒・航・保守）

米国リフイyJjレオートflイッヲ刀1））クフ一日本総代理店

西原衛生工業所⑩
 

キ朱試

会争土
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級協多級.物多機物多鱗級協
民会と緊慨に協議しながらっくり上げたもので

あるということです。そのJf.n，都市不燃化委員

会の改正案に対し，建設名、当）.，）が建築行政の立

場から法案を作っていった努力はく佐々ならねも

のがありました。結果は学会として必ずしも不

満な点がないでもありまぜんが，大体は学会の

息；とするところが盛りこまれましたことはこん

どの改正の大きな特長といえましよう。

建築物は防火に｜製らずすべての安全性につい

ては法規もさることながら， 1"Jといっても』没,-iJ・

{tの良I識が第一です。法規で＇） Iつばってゆくと

いうことは決して好ましい姿ではありません

が，建築物の質に対する最低限度の要求である

法規を無椀したり，哀をくぐったりする風潮が

まだまだ少くない現状では，法規がある程度指

導的な役割をすることもまた！とむを得ないでし

ょう。これについては大都市と地方に幾分の去

をつけて運用することなど今後の課題であるか

もしれません。 一寸脇道にそれましたが，これ

から本題に入りましよう。
、ν．，
%・ %と

1. 法規の用語として新たに「准不燃材料」と

「難燃材料」が加えられました（第 1条〉。建

築界＼；準法（以ド 「法Jと！的称します〉には従

%，欽とかコンクリー卜，カ内ラスなど無機質の

ものをひっくるめて 「不燃材料」が定義されて

おりますが，住築材料の進歩に伴って，必ずし

も不燃材料でなくても燃えにくい材料であれ

ば，防火，避難のとでかなり有効であり，また

定内環境にもむしろ好都合の点が少くないの

で，法改正のとき，簡易耐火建築物や特殊建築

物の 1J~装に使う材料として施行令できめること

になっていたものです。

「準不燃材料」とは，＋；毛セメン卜紋，記官ボ

ードペf小燃材料に準ずる｜山火VJ：能のあるもの，

「難燃材料」とは難燃性の処.l!f1：をした難燃合

板，難燃せんい板，難燃プラスチック板等で難

燃性のあるものとしていづれも建設大臣が指定

するものとなっています。 この指定は施行令と

同じ昨年の12月23日に建設省告示第2543号で行

なわれました。この告示の内容はここで詳しく

ご紹介する余裕をもちませんが，要するに「準

不燃材キu, 「難燃材料」ともに試験を建前と

し，その試験は日本工業規機Al321「建築物の

内装材料および工法の難燃性試験方法」 CJ I 

S Al321)を引用しています。そして両者は加

熱時間の大小によってのみ（下図に示す温度時

間曲線で前者は10分， 後者は 6.5分） ｜丘別され

円
江田

GOO 

'100 

GOO 

,;JJ 

2 3 '1 s 6 ワ 5 9 JO 11 IL' 13 14 I) 
一一一 時間（令j

るようになっています。これを具体的に申しま

すと，「準不燃材料」では木毛セメント板12mm

以上，石’背ボード Gmm以上など，「難燃材料」

では難燃合板3mm以上，難燃硬質繊維紋 3m

m以上というぐ合です。

2.防火地域でも準防火地域でもないところ

で，特殊建築物でないものは，普通の鉄骨は勿

論，軽量鉄骨でもその場所に許される高さまで

は建てられるのは従来通りですから，4階， 5

附という鉄骨造の建物もできるわけです。然し

先刻こソ兵女IIのように鉄材自身は燃えなくても火

には弱い（熱せられると強さがグンと減る）で

すから，建物の骨組である鉄骨の位，梁は火事

のとき危険なわけです。そこでこんと吻＝rしく加

えた規定で，地上 3階以上の鉄骨造の建物が，

火事のときの熱で 1つの柱の耐力が低下して，

- 11 --
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建物全体が倒れる危険があれば，その柱はモル

タルなど断熱性の材料で被覆することとなりま

した（第70条の 2）。従って内部に可燃物がな

いか，あってもきわめて少量であるときは柱を

被覆する必要がないことになるわけです。こん

どは柱だけを対象としましたが，床を支えてい

る梁も被覆することにすればさらに安全性は治

したでしょう。

3.耐火構造の規定がかなり改められ，整然と

しました（第107条〉。従来の規定では壁，泊二，

床，はり，屋根，階段という主要構造部の耐火

構造としてあげである構造は， li~f火性能からみ

るとかなりばらばらであって，これらの構造

と，それ以外の構造の耐火性能は建設大「Eが認

めて指定するという規定に基いて出されている

建設省告示第 993号がJI Sを引用した一定の

耐火試験によって判定しているのとくらべて相

当なI食い違いがあったのです。それと，従来4

階建以下のものと，最上i憎から2つ目の階以上

の部分（ 8階建なら 7階と 8階） ~よ耐火椛，也で

も性能を 1段低いものとしていたのですが，こ

れを含めて整理し，｜耐火構造を耐火性能によっ

てはっきり 2種に分けたのです。その結果，こ

の規定の第 1項が本来の耐火構造で「第 l種」，

第2項は「第2種」ともいえるものです。これ

らの条文は長いのでここでは省きますが，要す

るに鉄材に対するモノレタノレ等の塗j亨．さや石，コ

ンクリートブロックのかぶり岸さの大小で分け

たものです。

そして第2項はいままで柱と梁だけについて

の規定であったものに壁と床を加えて，階数が

4以下の建物と最上階から数えて 2つ日の階以

上の部分の壁，柱，床，梁については，建設大

Jc::iが指定する鉄筋コンクリート造，鉄骨造その

他の構造が，第 1項の耐火構造とは別に，耐火

榊造とみなされることになりました。

これらの構造については，従うIE建設省告示f:f~

714~Jーによって規定されていましたが， 今回この

告示と官iiに述べた告示第993号と 1つにして，建

設省告示第2544号となって出されました。その

第 1は第 1項にあげた構造部分の耐火構造以外

の構造を認定するためのもので， －111i記の告示第

- 12-

993号とほとんど同様に試験方法の規定であ り，

第2はさきにあげた「第2種」に相当する構造

を壁，柱，床，梁について列挙したものです。

このように耐火桝造が性能によって 2種には

っきり分けられましたが，それはH木工業民約

A1304「建築物の耐火構造部分の耐火試験方

法」（ J I S A1304）に規定する 2級加熱（』fl

熱時間2時間〉に合格するものと，3級加熱

（加熱時間 In~＇間）に合格するものです。新し

い告示の規定もこれが中心となっています。こ

のJI Sでは加熱試験の他に，必要な荷重をか

けて行う加熱試験や注水試験が規定されていま

す。なお，この機会にお伝えしておきたし、こと

は，このJI S A1304は，いままではJISA 

1302「鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリ

ート造，および鉄骨コンクリー ト造の防火被覆

試験方法」という長い名のJI Sであったもの

を，建築基準法改正の機会に再検討されたもの

で，大筋は変っていませんが，加熱等級が次の

ようになったことです。 1絞加熱＝ 3時間加熱

Ht30分Jf,jに500。Cまで冷却→ 3時間加熱。2級

加熱＝1.5時間加熱後30分間に 500。Cまで冷却l

→2時間加熱。 3級加熱＝45分加熱後30分間に

500。Cまで冷却→ 1時間加熱。

4.防火構造の創定が全体的にかなり改められ

ました。（第108条〉いままでの防火構造は木造

の骨組を対象としたものだけでしたが，簡易耐

火建築物（本誌39号参照〕，とくに特，淡を鉄

骨とした建物の笠場によって，その外壁で延此

のおそれのある部分に対する防火被覆として，

鉄骨を下地とする防火構造を新に加えることが

必要になりました。鉄網モルタル塗に例をとり

ますと，木造下地の場合は塗厚2.0cm以上で、従

来通りですが，鉄骨下地の場合は塗j手1.5cm以

上というぐ合です。

また， ￥Lにかt忘した簡易rfli・I火建築物は，外1:.r:

を｜耐火構造としたものでも， j、，，， 梁を鉄骨とし

たものでも， b,;:_

令〕で定めることになつているのを受けて， !J?・.

根についても防火構造の規定を設けました。な

お，柱， ff:さを鉄骨にしたものは床も防火性能を

もたせることになりましたので，この際，唱と



同じ構造として規定されました。これら防火構

造は新しい簡易耐火建築物に関係が訪れ、ので，

その内容をご紹介しておきましょう。

一，壁で間住か下地を，床で恨太か下地を不燃

材料で造ったものの防火構造は次のようなも

のです。

イ，鉄網モルタル塗で、厚さが1.5cm以上のも

の。

ロ，木毛セメン卜板1）.長か石菅似張の上にj手さ

lcm以上のモルタルかしつくいを治った

もの。

ハ，木毛セメント板の上にそルタルかしつく

いを塗り，その上に金属放を張ったもの。

二，壁で間柱か下地を，床で根太か下地を不燃

材料以外の材料で造った場合の防火構造は，

従来の防火構造を次のように改めました。

「 」は添加， （ 〉は！日法，〔 コは削除

イ，現行通り。

ロ，木毛セメント板張か「石古板張」の上に

厚さ1.5cm以上のモルタルかしつくいを塗

ったもの（モノレタルかしつくいを塗ったも

のでその厚さの合計が2.5cm以上のもの。

ハ，セメントモルタノレをモノレタル塗に改めた

ニ，セメン卜板張， ：；マグネシヤセメント紋

張〕か瓦張の上に〔セメントコモルタルを

塗ったものでその厚さの合計が2.5cm以と

のものo

.－［＜，へ， JJl行通り。

三， 雇恨の野地収とたるきが不燃材料かi~主不燃

材料で造つである場合と iJH：災が1liiの二の｜ジj火

構造になっている場合は

f，瓦か石綿スレートでふいたもの。

ロ，木毛セメント似の上に金属板をふいたも

の。

であり，ふさ材である金属板に岐するたるき

（たるきがなければもや〉が不燃材料で造つ

である場合は

ハ，金属板でふいたもの。

四，以上の他の構造については，例によって建

設大臣が国家消防本部長の意見を聞いて，｜斗

等以上の防火性能をもっていると認めて指定

するもの。

－－！宮粛軍箇臨置圃量温

となっています。これらのうち，壁と床につい

ては前の場合と同じようにして，建設省告示第

2545号によって次のよ うに処理しています。す

なわち，上の防火構造の・に当るものは，日本

工業規俗A1302「建築物の不燃構造部分の防火

試験方法」（ J I S A1302）に規定する屋外2

級加熱試験と衝撃試験に合絡するこ ととし， 二

に当るものは，日本工業風格A1301「建築物の

木造部分の防火試験方法」（ J I S A1301）に

規定する屋外2級加熱試験と衝撃試験に合私す

ることとしています。この 2つの規格のうち，

J I S A 1301の方は以前からあったもので，

木造建築物の防火構造を試験するために制定さ

れ，用いられておりましたことはすでにご承知

の方も多いと思いますが，こんどの建築基準法

改正で生まれた簡易耐火建築物，とくに鉄骨娃

築に対する防火構造をつくる必要から，このJ

I S A 1301を多少改めると共に，これと考え

方はいjじで，合否の判定方法を鉄骨下地に適す

るようにした JI S A 1302を新たにつくっ

て，鉄・i子建築の防火松造の｜山火試験方法とした

わけです。従って，前記の屋外2級加熱試験も

衝務長~；ifu.Q も両 J I Sとも全く同じで，加熱試験

結果の判定方法に差があるのです。その主要な

ものは，加熱試験中，防火被覆と接している下

地鉄百の温度は450°c （補助材料は600°c）下

地木材の温度は260°Cをこえてはならないとい

うことです。

五，簡易耐火建築物の民以，外店主，床などの構

造が新らしくJJ2定されました。（第109条の2)

法。簡易耐火建築物の定義で，fJ.恨，外壁，

）木の防火性能をもっ出店は政令で定める こと

になっていたものをうけて，見定されたもので

すO すなわち

外壁耐火構造のものの屋恨は，不燃材料で

造るか，ふくかし，延焼のおそれのある部分は

耐火構造か防火構造にしますが，綜合的設計

による 1団地の建築物の場合は別とします。

（つづく〉

（《昔話はTW・建築学会部「［j不燃化委員会幹事〕

~ ~ 

※※  
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先日の土旺日の午後，渋谷から銀l宅へと，フ

ラリと出掛けた。渋谷駅下車は，ゃ く1年ーぶり

とあって懐かしし、。入社当時， r=1黒のr奴母の家

に居候していた頃，毎朝，息の根も ｜｜てまるかの

様な東横線電車にはじき出されると， II寺計をに

らみ，夢中で走って来たこの 1番線のホーム

を，今日は一歩一歩，ゆっくりと歩く。

人の体が無遠慮にゴツゴツとぶつかつてく

る。

土旺日，この言葉は不思議な魔性とひびきを

持っている。毎日，ビジネスに追われている人

間にとって，土旺日は翌日に日旺日を控えてい

るので，ゆったりとした解放感で心をはずませ

る。

何処かシヤレタ店で，秋の味覚を思わせるコ

ーヒーを，しきりにすすりたい衝動にかられ，

この思い付きに子供の様にはしゃぎたくなっ

fこ。

改札口を出て雑踏の「J:iに静けこむ。

会社に勤める様になって上京し，まず最初に

驚ろいた事と云えば，喫茶店の暗さと，スプリ

ングのきいたクッシヨンの上等さだった。

あんなにふんわりと，身体の重みを支えてく

れる椅子なんて仲々あるものではないと思つ

守乍，，』。

それにあの室内の硝さは，いきなり入ったの

では，映画館の上映中よりも階く思われた。

- 14 -

全く，手さぐり，足さ ぐりでなければ，1-1・へ

は進めなかったからだ。

人々の歩調の合間を縫って 「l喫茶ノレシア ンl

へO たしかその時店がルシア ンだったと思う。

道玄坂をあがり，術I{い路地を右に世1る。

パ－，飲み屋，ホルモン焼き，芳し屋，喫茶

店等が，ひしめき合っている恋文横丁を通り抜

けると，大通りに山かかる。そこにノレシアンは

あるのだ。

恋文横fは，まだどの店も｜司くと ざされてい

る。

ただ，ターパンを巻いた， 女給風な女がひと

り，化粧のないはれぼったい顔に，くわえ開草

でものうく気に，パーと書かれたうすぎたない

ドアーを，ふいていた。

ルシアンの前に来ると，瞬間戸惑った。

しかし，大谷石を積み重ねた様な，素朴さを

感じさせる店の外観は，｜日と少しも変っていな

い様に思えた。

今Uはあの時ほど，暗さは感じなかった。一

階の席は何処も一杯らしし、。ボーイが「お 21渚

へどうぞ」と，案内してくれた。奥の隅が割い

ている。ふんわりと腰をおろす。

レコードがJIてんでいるので，何となく ，人の

ざわめきが聞えてくる。

ウェイトレスが，ウォーターグラスを）illんで

来て，メニユウ表をさし出したが，それを此ず

に， 「 コーヒ ー」と即座に注文する。 背の ~·:i

い，ほっそりした美人だった。

彼女のその後姿を見送りながら，傑々とク ッ

シヨンに身をしずめる。 リクエスト タイムらし

し、。

「次はt!t問符の00様によるリグエス卜 rfl卜・・

・・」と， 僅かにくせを感ずる女n.アナの，引

にかかった｜｜ーい声が静かに流れると，カテリー

ナ ・パレンテの最近のヒット出l「情熱の花Jが

始まった。

この間家で，これを唄ってた ら，ピアノをや

っている中学2年の末の妹に「お姉さんは，な

んでもすぐジャズ調にして唄っちゃうのね。イ

ヤーな感じ」と云われたのをふいに思い，苦笑

しながら，今円かれていった コーヒーをすす



る。そう云えば，妹の弾く「エリーゼの為に」

とは大部感覚が追う。これではまるで，ゴムマ

リの様なエリーゼが思われて，ロマンテイクな

彼女のイメージには合わないのだろうと，ぼん

やりと考える。

曲はスウイートな「ブルーノクターン」に変

る。

女子大生らしい4人のグループが，左側のボ

ックスにいる。 llJj＇々 顔をつき合わせたり ，天井

むいて笑ったり。その度に，彼女達の手に手に

はさまれている煙車の火が，パラパラと床に落

ちている。

淡色の壁にはり出されている無名画家のミニ

ヤチユールをぼんやり眺めたり，ウォーターグ

ラスをみつめたり，煙草の煙のかすんだ中に，

恋人同志の 1人と思われる姿や，ウエイトレス

のコーヒーを運ぶ手さばきを見送ったり，これ

で結構，時聞を過してしまった。

席を立ちかけると，自分のリクエスト曲がア

ナウンスされ， 「パピリア」が店内に流れ始め

' -ト、ー。

坐り直すと，軽く自を閉じ，それに聞きいる。

曲が終りに近ずいた時，席を離れると， 階段

をゆっくりとおりた。

カウンターで清算し，ウインドにあったクリ

ーム色のクッキーの山を，ふと目の底に残して

店を出た。

大通りに出る。

空を見あげると， 「パーがン ・セール」と苫

かれたデパートのアドバルーソが，青空にくっ

きりと浮んでいる。

その背呆のアカネ色の雲が，土旺円の終芯・を

思、わせた。

次の土止｜二日もなんとなく「ルシアンJへ足が

むく。

やっぱり何かにつかれているのかも知れな

い。この l年都会病に感染してしまっているの

であろう。

坂を登り ，細い路地を曲る。すぐ限につく

「ルシアン」のネオンが見あたらない。何か

「はつ」とする。

「ルシアソ」がこの 1週間のうちに焼けてし

.，~一一一~[jjj一一一一ー唱一一一一ー音調量

まっているのだ。あのやわらかし、クッシヨン

も・ー…。思い出しただけでも，なにか胸がしま

る。夢が焼けてしまった感じがする。

うす暗い照明の中で，点々と赤い煙車の火。

今でも，まだその火が脳裏に深く刻みこまれて

いる。

そうだ，恋人同志肩を組んだあの手にも煙車

があったつけ。煙草に火をつけて，ほ。いと床に

マッチをすっていた夕、ンデイーな青年もいたつ

け。

恋人を待っているのであろうか。時々肢をう

かせては，入口をふりかえっている人もいた。

その手の煙車は，妙にぎこちなく ，卓上の灰皿

にひねったりしていた様だった。

あれやこれやと，思いは 1週間前にさかのぼ

る。

そんな事を考えているうちに，何か妙に煙車：

ばかりが気になり出して来た。それで一寸調ら

べたら，どの年も煙車による火災が最高件数を

占めているではないか。

街の中を見給え。

どの人もみなi煙草を手にし，口にしている。

街頭で立話しをしている人も，すぐにポケッ

トから煙草を出して吸い始める。

そしてその人々はみな申し合わせた様にマッ

チの火の消えたのも確かめる風もなく ，ポゾと

投げ捨てている。

煙車の吸いかけだって，これと同傑だ。

これが喫茶店などでも，街中と同じ様に取扱

われるのだから無理もない。

「ノレシアン」は夢の殿堂であった。夢を見な

がら夢をきずく心のオアシスだった。

都会人なら誰でもが，こうした感情を持って

いることであろう。その夢が焼けてしまった。

それも煙草で， しかもたった 1本のたばこで

あったと思うと，口惜しさと，情けなさとが，

一度に胸にこみあげてきた。 しかもどうにもな

らない怒りだった。

喫茶店でのムードが消える頃，さり気なく落

したり姶てられた煙草の火は，それ自身ムード

を感じて，情熱を燃やす事になる。

（筆者は大成火災海｜二＂＇＂火支部勤務 ）
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（そ の 1)

1. 都市不燃化の回想

最近数ヶ年聞における我国の都市不燃化の進

展は誰の目にも著るしいものがある。昭和31年

の利I武景気以後が特に目立つ。昭和23年（10年

余前〉彩、は第 1次都市不燃化20ヶ年計JI司を発表

政府の復興5ヶ年計画技術部会へ提案したが，

顧みて今昔の感が深い。 （丸善「建築の防災」）

今日の経済対況を彩、達は10年前にはよく予想す

ることは出来なかった。顧みれば我国各分野の

指導者達と不燃化の先輩の努力に対し今更の般

に感謝と敬芯、とを誌さずにはいられない気持が

すると同時に，我国力に対し強い自信を感ず
司

{;) 0 

明治5年の銀座大火跡の復興が整然と統ーさ

れた煉瓦造列（新橋，京橋間）で復興された。

事や政府この建築技の 2/3国庫支出の英断を行

ったことは当時の都市近代化と不燃化に刻する

庇んな熱意を表はしたものといはねばならない

と内田祥三先生から彩、は二度程聞いた覚えがあ

る。また，明治中期丸の内の三菱ケ原の建設に

当って土地所有者三菱会社は営業上少なからね

不利や反対があったにもかかわらず木造を許さ

ず，煉瓦造の事務所建築群を完成し，わが同唯

一の誇り得る近代的ピル街建設の基礎を築いた

と云うこと も聞いている。その先見を今日，私

共は感謝を以って讃へたいと思う。

大正12年 9月 1日の大震火災後の復興に於て

は，後藤新平市長の雄図は少なからず縮少され

多く の悔を残したが，耐震耐火の鉄1VJコンクリ

ート造の普及が佐野利器，内田祥三両陣士と諾

先輩の努力によって画期的な進展を見せたこと

- 16ー
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は我々の記懐に鮮かな所である。また当時内務

省や帝都復興院が復興に際し行った防火地以何i

助や耐火造共同店舗1l建築の奨励と防火帯広路に

よって木造都市を防火的に区画して，大火の延

焼防止に役立たせようとした構想は私共に大き

いサゼスシヨンを与えたものとして特記すべき

であろう。防火地区の制度は大正8年既に市街

建築物法と都市計阿｜法によって制定せられた

が，大正年間には6大都市の一小部分に適用さ

れたのみであった。 （昭和31年 3月では防火地

区指定都市61, ？＼＇主防火指定者IS市 159）然、し，他

方，昭和初年以来の都市の急速な人口集中のl時

代に，わが国の一般民度の低さ，大正から昭和へ

かけて経済不安第2次世界大戦への突入，敗戦

等，先党者の努力にもかかわらず，不然、化は長く

足踏みし，終に昭和13年～23年の10ヶ年は鉄鋼

使用統制のために，ほとんど完全に中絶したこ

とは記懐に新しし、。焼夷殉~襲による被害 227

万戸（爆撃は他に12万戸）76都市が平均50%科伎

の戸数を失った。戦後は資材ことに鉄とセ メン

トが；恢度に窮乏し，｜切火地｜ヌ内だけでも耐火造

建物の建設を強制することが不可能な実情であ

ったため，復興を迅速にする上か ら従来の防火

地灰の一部分を緩和し，同時に準防火地灰を新

設して，これらの地区では防火木造モルタル峨

または土壁造を強制することとなり，昭和23年

10月臨時防火建築焼則の；m定によって全問の主

要な都市のほとんど全部に準防火地区が従来の

防火地区よりも蓮かに広範囲に密集，市街地の

ほとんど全面的に指定された。このf背問のねら

いは，戦災や戦後の頻々たる大火に鑑み， ~；集

市街地では裸木造の新築を禁止．し，市街地の延



焼を局限しようとしたもので，不燃化の明らか

な後退ではあったが，困難な当時としてなし得

た限界であったといへょう。この防火木造の延

焼防止効果の科学的根拠とその手法は防空建築

規則（昭和14年〉のそれと同じであって，昭和

8年以降，東大の内田祥三博士や浜田稔博士を

中心として行なわれた数回の木造火災実験結果

より導かれ，建築学会の都市防空調査委員会に

より主喝され，その結果法制化されたものであ

る。戦後は，大火の頻発，官庁，県庁火災，学

校火災，マーケット火災が絶えまなく新聞紙上

を賑わし，人心を暗くさせた。

戦後の不燃化の顕著なものの一つはアパート

のコンクリート化であり，その第 1号は高！愉ア

パートであった。これは当時戦災復興院総裁で

あった阿部美樹志博上の努力によって困難と反

対を押し切って生れたものである。それが，そ

の後のコンクリート ，アパー トブームの出発点

であった。丸ノ内での戦後のビノレブームも比絞

的早くからあったが，一局地の問題で，商業，

事務所建築等の不燃化建設が漸く軌道に乗りか

けたのは昭和27年春の国会で通過 した耐火造建

物促進法により，国庫と県庁より補助金が支出

され，防火帯（道路に面して 3階以上の耐火造

の列〉を作る事業が開始されて以来のことであ

る。 27年に23都市， 30年末に計64市最近までに

累計81都市（防火帯指定総延長約620キロメー

トル但し，完成はその約10%）が指定された

が，全国的に見れば小部分にすぎない。上記補

助金の他に，住宅関連部分については住宅金融

公庫，日本住宅公団の融資，32年度からは中高

周耐火建築物融資の制度が上記防火帯の建設に

も，一般住宅，店舗等の耐火建設のためにも広

く活用せられる悌になって不燃化は漸次活況を

呈してきた。

2. 民度上昇と不燃化力の充実

わが国都市の不燃化事業は屡々の大火と戦災

をうけた日本国民の不退転の悲願である。

日本の国の繁栄のために，また子孫のために，

今後の都市の本格的復興に際して今日のわれわ

れが果さねばならぬ大きい義務でもあろう。戦

－~iおE・・E忌ヨ・・~：型・

災が如何に惨めなものであったか，戦後頻々た

る大火の後のその市民の困苦が如何に悲惨なも

のであったかを誰しも身に泌みて知っている筈

である。今回の伊勢湾台風にしても，その惨害

と中京地区がうけた巨大な経済的痛苦はこれ

迄，毎度そうであった様に擢災者の救助と局地

的な防災計岡だけに終らせてはならなし、。問題

は全国の各地各都市に通ずる官民あげての国民

的防災運動を展開すべき時機ではな い だろう

か。国費も私費も地方自治体も各企業体も将来

の繁栄のために，思い切った運営上の合理化を

図り，防災のための傾斜投資に努力を傾注すべ

き年ではないだろうか。

今や，同民の総所得も生産も年々大きい成長

率を示めし，戦前の水準を可成り大きく上廻っ

たし，益々上昇の一途を辿っている。農業も工

業も技術革新のため，農村も都市も大きく経済

能力が向上している。その消費力の士回大は都市

の商店街の繁盛に現われている。住宅や商店建

築の改造改築の投資力は急速に向かいつつある

ことは統計から見てもほぼ明らかである（第 1

図参照〉

毎年の建築着工総面積の不燃化率（コンクリ

ート造，鉄骨造の全構造着工面積に対する比

率〉は昭和29年の15%から， 32年の23%( 3ヶ

年間に比率の上昇8%）に上昇し， 33年度～35

年度は毎年3～4%づっの伸びを示めすものと

して， 35年度の不燃率は少なくも30以上達成の

公算が大きい。即ち，着工建築面積の約 1/3が

不燃造であることは戦前も終戦後も想像を超え

た数字である。更に，附和39年の不燃化率は40

%，昭和44年は52%となる。そして主要市街地

の不燃化率は全国平均よりも当然大きく 65%に

も達するかも知れない。尚東京都の不燃建築建

設量はその頃には全国の全不燃建築の20%近く

に達するかも知れないと考えられる。 6大都市

の不燃化率はその経済力の充実速度と共に今後

益々伸び一足おくれに地方都市，中小都市の不

燃化率が伸びると云う足取りを示めすのであろ

うと考えられる。かくして，概算によると，大

都市中央部，即ち都心と大小副都心（公共地

区，ビジネス地区，盛場其他商店地区等建物の

- 17 -



－~盗.・圃溢温圃・llElt•

第 1 図

全国 ・東京都における各空間｜｜子燃化率 ・ 反用~）！リ（事務所工場住宅全国）

子燃也容

尺 ＝ 東 烹 書1'1亡燃化運漁率
例 ←一一・ 全国用途見ii（苧務所a

工場1王宅）不F判ヒi茎Z長率』

~ ー一ヤ／
レ／f"'-／ 

／ 
＼ ~7 

一一
」一」ー 」一」

~ 与一一一＋一一一一 1一一ドー一一 トー～一。一ー一一 1--勾

トーーー ドーー 」一

一 ト一一一一ー一」 一一ーレ一一一一

」ー ト一一ート一一 ト一一一ト一一一
」

ト一一ー一 トーーーーー一」」 争一一苧

トー－ ~一一ー ト一一ートー一一← ト←+------- ← ← ~－ 一ト一一一 ＇－ーート一一一一 」」

」ー ィ士宅 ドーー一一一一 －”’ 
トーートーーー ←一一←一一ー 」ー← 」一ー← 」」ー トー一－~一一一一

30 

20 

10 

n
b
 

n／」煎－
R
J

宝
回
」

28 30 雪129 27 

密集地区）と工業地区の50%及びアパート地区

は向う10ヶ年に不燃化されることになる。その

次の10ヶ年には， 情勢の大変化がなければ，地

方の中心的な中都市（県庁所在地，大工業都市

等〉もほぼ同様の不燃化を達成し得る見込があ

ると思われる。以上の予測は今は極めて粗雑な

見透しのスケッチ（概算〕にすぎないことと，

近年の日本の経済発展が今後も大体同様に持続

するものとし，政府の施策（不燃化助成措置，

公庫，公団等〉が継続され，且つは，その補助

金，事業量が不燃化量に併行して場大すること

を当然前提としている。なお経済力（民度〉の

想定は目下作業中の政府の長期経済計画を参照

して検討を加えねばならないことを申し添へ

る。そこで，上の様な不燃化進展の成行に任せ

ただけで可とするか否かが検討されねばならな

い。上記の予想に満足することなく，更にこれ

-18 -

52 7>3 

を促進して，達成年度を繰り上

げるために行政施策の強化拡大

その他存すべき多くの問題があ

ると同時に，不燃化の遅れる中

小都市の不燃化及至大火防止の

応急策については更に多くの問

題がある。

&O 

3. 今後の諸問題の考察

凶大中都市について

(1）上記の不燃化の予測は数値

の根拠はここには省いたが不燃

化の数量の伸びを経済力の進展

との関連で考え乍ら，建築統計

を基礎資料として算出したもの

である。

飽迄，概想的， 総括数量的の域

を出てないことをお断りしてお

く。さてここに大切なことは，

同ーの経済力を背景として不燃

化が行はれるとしても，都市の

防災効果を高めるには， （イ）不燃

化のII頂序と方法とを都市計画的

に誘導することが大切であるの

は申す迄もなし、。（ロ）耐火建物の

'JO 

40 

30 

?0 

川

1
%
（事
務
所

工
場
住
牢
）

コスト切下げのための科学的，技術的努力が効

果を高める上に重要である。的建築行政婦導及

至啓蒙は実施を円滑且つ迅速にする上に必要で

ある。（斗色々の形の補助，融資等助成策の強化

が円滑実施，従って経済的で且つ効果的な建設

を推進する上に必要となることは今日 までの行

政指導上の経験から明らかである。

(2）付）都市計画上は，大中都市の防火地区 （主

として耐火造のみを許可する地区〉を全面的拡

大することである。場所により暫定的緩和措置

を考慮することとしてもよいから，この際大拡

大を行うことによって将来の目標を確定し，市

民の希望と各自，各社の不燃化計画と資金の用

意を積極的に刺激し，促進すべきである今日の

経済力進展，民度上昇速度を前提とすれば，今日

の夢は明日の現実となし得る見込充分であるか

らである。（ロ）防火地区内に建てる建築構造とし
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も床と壁体に有利に導入される事が可能であり

必要である。

(b）室内可燃量を減少させて（木造家具の代り

に金属家具の利用多量書類収蔵には別に書類庫

を設ける習慣の促進等〉火災荷重を軽減し，そ

れによって耐火構造の軽量化と単価切下げを行

い得る。

(C）自動消火装置の低廉化と普及により火災荷

重の低下を図る。 （つづく〉

ては従来の耐火造を再検討すべきである。つま

り，耐火造の普及のためにはコスト を切下げね

ばならないが，そのために法規で規制する構造

方法の内容は，今後の科学的技術的，研究の進

展を急速促進させると共に，その成果を速かに

法規改正に取り入れねばならなし、。耐火造は従

来，コンクリート造に殆ど限定された様になっ

ているが，耐火造のコスト切下げのためには，

地震国では軽量化が絶対必要であるので，（乱）重

いコンクリート造以外の軽量耐火構造が，少く （筆者は東北大学教授工博〉
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園開・圃!j,... 踊臨調田園医i1l欝

保 険がどの位普及しているかを

示す指数が普及率である。若

し保険が強制保険ならば普及率は

100%になる筈である。今日日本

に行われている火災保険は任意制

であるから，一定の区域をとって

みてその中の全戸が保険に加入し

ているという事は殆んどない。

一体普及率とは何か，それは或

る区域内で全部で何戸ある中で怯

険をつけている戸数は何%である

かという数である。即ち普及率と

は付保戸数を全戸数で割った百分

率である。処が全戸数も付保戸数

も統計が得られない。そこで戸数

を世帯数でおき替えて普及率とは

付保世帯数を全世帯数で割った値

としてみたらどうであろう。

1戸に数世帯住んでいることも

ある。叉 1戸の中に全然世帯のな

い事もある。 しかし全体的に見て

真の普及率に近いものが得られる

であろう。だが付保世帯数と云う

統計がない。

そこで付保世帯数を契約件数と

おき替えてみるとどうであろう。

契約件数を採る事とすれば， 1世

帯で何件もの契約をしている場合

もあり，叉世帯数の中にはいらね

物件の契約も含む場合もある。叉

借家の場合は建物の持主と内部の

動産の持主とは別々な契約者にな

る事が多い。

又契約件数の中に工場物件，倉

庫物件も含めるか否かという問題

もある。若し普通物件のみを採る

とすれば，工場や倉庫で世帯をな

しているものが抜けてしまう。そ

うかといって全部含めれば世帯の

いってしまうことに

なる。叉その契約件数は新契約件

数をとるか或は移動解約分を差引

nu 
nノιF

くべきかも問題である。

要するに付保世帯ではなく契約件数をとると

多少違った結果を得る事にはなろうが，色々の

地区の比較をする上にはそれで結構であろう

し，得られた普及率そのものも真の普及率と平

行した値であろう。故にここでは普通物件，工

場物件倉庫物件のすべての新契約件数を全一世常

数で割ったものを普及本とすることとする。

第 1表大阪市及びその周辺都市の火災保険普及率

普及率［ 大 阪 市 ｜ 周辺都市

200% 以上｜東区

100～（200)1北区，南｜玄

90～（100）附灰

80～（ 90)' 

70～（ 80〕｜一

60～（州福島区，浪速区，天王
i寺｜ヌ．

50～〔 60)1港区

40～（ 削 II島区，阿問灰 I ~，＇. 1 \1市， 泉大津市
｜此花区，大正区，大淀｜

30～（ 40)1区，東成区，西淀川区 ｜布施市，池田市，
｜旭区，生野区，東住吉iii吹田市
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以上の数字は昭和23年から31年まで 9年間の

普及率の算術的平均をとったものであるO 世帯

数は大阪府統計課により，契約件数は火災保険

統計によっているO 以上の表より，東区，北区，

南区，西区の如き大阪市の中心部の普及は進ん

でいる。周囲部にゆくに従いおくれている。周

辺都市も大阪に近い都市は比較的普及していて

遠くはなれた都市はおくれている。全国の普及

率を20%とすると平均以下の地区もある訳であ

る。担てその付保されたものと付保されないも

のについてどの様な性格をもっているかを考え

てみよう。

一般に火災保険を契約する場合，保険者は物



件を選択する~J；：が出来る。 即ち物件に躍災その

他の危険を感ずると き，或は保有上あまり集り

すぎて契約する京が好ましくない場合は契約し

ないという flFl:！を有す。従って保険会社は向己

に有利そうなもののみ選択して契約する訳であ

る。それ故に安全な物は付保されており付保さ

れていないものは危険な物ばかりであるに違い

ない。それでは統計によって付保したものの曜

災半は来して全躍災率より小さいであろうかを

調べてみよう。実情は反対である。J!llち千l保さ

れずに残された物件は比較的安全なもので危険

なものは大てい付保されているのである。之は

何故であろうか。

保険をつけようとする場合同じ料水ならば危

険なものを先ず付保しようとし，同じ危険度な

らば料取の安いものを先ず付保しようとする 'J；.ー

は契約者として当然、のことだ。故に実際は保険

会社の選択はあまりなされていずに逆に契約者

の方から選択されている訳である。即ち未開始ー

な未イ、l侭；物件は多く安全な物件であり，その分

野へPRして契約を伸ばしてゆくことは保険会

祉にとってJI＇引li＇；に布 利な事である訳である。

ではその逆選択はどの位なされているか。こ

の傾向を見るために逆選択本をとってみる。逆

選択率とは契約された物件の権災本を契約しな

いものまで含めた全権災率で割った｛1釘とする。

逆選択がなされている場合はこの値は 1より大

きい値となる。

更にこの逆選択率そのものの性格を検討して

みよう。

1.消防当局のキャッチする躍災件数は保険会

社の受付けるものより小である。全躍災率は

消防当局の発表する統計を元とし，付保物件

擢災率は火災保険会社の統計を基礎にしてい

る。即ち小さなボヤは消防当局には届けない

が火災保険会社には届けて保険金を買ってい

るという訳である。

2.契約件数の中には工場や倉庫も含まれてい

て世帯として数えられないものもある。

3. 1世帯の火守iで世帯数は 1でも契約は何{'I:

もしていて擢災件数は複数である場合があ

る。

町a・圃臨E・・単置園E 量

4.実際保険会社はあまり選択していなし、。契

約者は一方的に逆選択している。

以下の数字は昭和23年から31年まで 8年間の逆

選択率の算術的平均をとったものである。

第2表逆選択率表

逆選択ヰlJ:. ！日正 周辺郡 rli

18、17 泉大津rli

17～13 

13～12 只lみrl1

12～11 

11～10 泉佐野市

10～ 9 

9～ 8 片不11111f↑］ 

8～ 7 <;'f I I rli 

7～ 6 桜屋川rl1

6～ 5 I東淀Jiiiふ住吉｜ズ ｜八尾市

～ 41西淀川灰，城東区，東｜布施市， r::;i槻ι枚
住吉区，凶成ix: ｜方市，荻木市

者ll島区，此花区，大正｜豊中ι池任Irb，吹
4～ 31区，大淀lヌ，m成区，エ｜1111「打野¥)Z,j侶灰， l河 (i~~ザv r

内～ 21福島区，大E、予｜反，｜白
区，浪速区

2～ 1 I北区， 東区，西I~. 港反

上表を見るに第 1表の全く反対で大阪市の中

心部は逆択率は低く周辺に至るほど高くなって

いる。特に泉南工業都市である。泉大津，貝塚

泉佐野，岸和田と何れも最高の逆選択率を見せ

ている。之は特紡反毛等危険工場が多く集中し

ており叉住民の人気も関係があると思われる。

大阪市の中心部の逆選択率がという事は色々の

理由があると思われる。

1.普及率が高い，殆んどすべての物件が付保

されていて逆選択の余地がない。

2.等地が細分されていて危険度に応じて料率

がきめられていてやはり逆選択の余地がない。

従ってこの燥な地医は保険の侭iJから見て理想的

な状況で他の地区もこの様な地区になる機目標

をたて努力が必要であると思う。

次に以上取扱ってきた普及率は件数でいって
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臨融面白i週睡彊

いるから評価格一杯につけているものも10%し

かつけていないものも同じ 1件である。故にこ

の普及率と共に付保金額もみなければならね。

同じく昭和23年より31年まで 9年間の契約 1件

当の保険金額の算術的平均を示すと次の如くで

ある。

第 3表契約1件当保険金額

大阪市 i周辺都市

以上
800万円 ｜港区

(8）～ 7 

(7 ）~ 6 ｜此花区
(6）～ 5 

(5）へ 4 ｜西区

(4）～ 3 ｜北区

(3）～ 2 1都島区，福島区

貝塚市

泉大津市

岸和田市

東区，大正区，南区， 1泉佐野市，八尾市
(2）～（1) ｜浪速区，大淀区，東淀l堺市，吹田市，高

川区，西淀川区，城東区｜槻市

｜豊中市，布施市，弥；
天王寺区，生野区，旭｜田市，守口市，枚方

1 未満 1i：：：~~民医吉区｜需： ~~~I屋JI\

以上の表による と港区，此花区，貝塚市， 泉

大津市等は工場の多い地区で 1件当りの保険金

額は大きい。住宅都市は小さい事が判る。

（筆者は 損害保険料率算定会 大阪駐在所勤務〉

日刊、，、『白”、，『 ！”・’‘』戸 ＂~，，、，.. .，，”戸』＂’・、J、...~.》同・w•＂、r 、；•＇ ＂、 T、 、
~ 「予防時報」発行の主旨について l 
〉 戦前から世界有数の火災国として知られたわが／

）国は今日なお 1日平均約 1億円に近い財貨を灰に ？

？しております。戦後わが国損害保険会社は火災損 t
う害の逓減を計り以って疲弊したわが国経済の自立 j
Jと国力の回復推進の急務なる事に着目し日本損害 t
J保険協会に災害予防部を新設，年々その火災収入 ｛

；保険料の 1部を酸出して全国諸都市への消防ポン 〈

tフ。車，火災報知機の寄贈，専門講師の派遣による く

f都市巡回防火講演会の開催，防火映画の作製，業 （

f態別工場防火運動，各種防火資料，パンフレツト t
fの作製配布などを行っております。 } 

~ 本誌もかかる事業の一環として発行しているも ｝

iのであり，広く ご活用願えれば幸に存じます。 ~ 
!._ ........，、川町..............』戸、”が、J・、...内』戸、，，.、J川....ヘJ 、，，.......，~ 
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量遍圃E温圃置祖国園調E

：！ろばぬ先の杖

1. 相次ぐ火薬工場の爆発

私の狭い見聞から拾って見ても火薬工場の爆

発事故は近頃減法多い。一寸列記して見ょう。

」到且竺出場名！死同！事故発明
A 33 I 1 リツ~－ 1横浜 I 2 I 141冠動機"'iE

~I司五孟同；i-1~ I~~；耐
c 134111 1 ~~運搬｜道路 1 :1 4い101望奈良臨
下向7上i扇面i要望~it1---;-1 6帆 L室

E 13511 I 矧霊山町 zI d艶塩素充門広ロ刊坂品｜ I I 

この五つの事故の状況は，伝えられるところ

によると， ωは電動機配線中パイプの出口の工

事が悪くて漏電したためのスパークがそこにあ

る筈のない火薬に引火したもの，但）は溶けてい

る活性炭素にTNT火薬を投入して脱色作業

中TN Tが燃抗zを起しそれが附近にあった火薬

に引火したもの，（C）は千葉県から横浜市内の前

記爆発事故を起した東洋化工横浜工場へ火薬を

運搬中のトラックが砂利運搬中のトラックと衝

突して発生したもの，(D）はダイナマイトを精製

する以前の工程で， ニトログリセリン，綿薬，

木炭，食塩などを混ぜ合せ湯で温めて腹状に固

まらせる作業中，同は電気分解した塩素をボン

ベに詰める作業中発生したものである。

2. ころばぬ先の杖

一つ大事故が伝えられると，それと全く同じ

ケースのことばかりに注意を払い，自分のとこ

ろにはそんな危険なことはやっていないといっ

て，それよりもっと危険なことが起るおそれが

ある作業に無関心な人が少くなし、。馬鹿の一つ

覚え というものである。長い間各方面で起った

多くの事故は吾々にその防止対策を教えて壊

れ，取締規則も出来，自主的防止手段も講ぜら

- 24 -
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れていないことはないのであるけれども，科学

技術の発達した今日と しては，まだまだ打つ手

を忘れているか，打とうとしないのか情けない

恐しい気がしてならなし、。少し金さえかけれ

ば，いや殊更金をかけなくともほんの一寸した

やり方一つで災害はなくなって，結局儲かるの

だと会社の経営者などは特に早くわかって貰い

たいものである。私の知っているある工場では

電気設備の定期点検を励行して事故を未然に防

ぐような方法を講じたところ事l放のため工場の

休むH寺間が 3年目で以前の六分のーに減った。

然もこれがため従業員は 1人も増さなかったと

いうことである。叉ある工場では同じような定

期点検をしたところ電動機の故障が三分のーに

減ったという記録を持っている。ここでも人を

ふやさないでやったのである。ころばぬ先の杖

というのはこういうことをいうのではないか。

ここで近頃起った電気火災の実例を挙げ，これ

を分析してどうすればよかったのかを調べて見

ることにする。

3. 事故の実例から考えさせられるもの

（刈 H製鋼工場の爆発事故

昭和34年10月15日夜明け前の 3時半頃川崎市

内某製鋼工場で 5トン電気炉用リアクター（電

流制限用に使うもの〉とそれを操作する油入遮

断器が爆発するという珍らしい事故を発生し，

2名の死亡者と 2名の負傷者を出した。事故の

あった直後リアクターの蓋を聞けて見るとリー

ド線がターミナルのところで 3本ともプツツ と

溶断していることがわかった。つまりここで短

絡したのである。滅多に起る筈のないこんなこ

とがなぜ起ったのかが問題点である。私は油面

の浮泌物のため短絡を起したのであろうかと思

われるが簡単に片付けられない状況のようであ



る。油入遮断器のお故はリアクターで短絡しそ

の遮断容Eが不充分であったから2次的に起っ

たものと思われる。元来リアクターというもの

は常に屯流が変化することに対して堪えられる

構造のものが要請されるのであるけれども，こ

の点にも治－F-疑問があるようである。私は原因

不明のままこの事故を忘れてしまうのは残念だ

と思うので何れ専門家間で検討して貰いたいと

考えている。

(B) 某料埋！苫の漏電出火

昭和34年9月27日，伊勢湾台風のあった翌日

夜9時頃横浜市内のある大きな割烹料理店が全

焼した。この原凶は同じ構内にある従業員住居

への電灯配線を塀に添わせてパイプ工事で施工

しであったものが，台風のため塀が傾いた際パ

イプの末端で漏電し，その漏電々流が雨樋ー ト

タン屋恨ーラ ス唯一大地という経路で流れ，ラ

ス君主内から山火した ものであった。この事故で

考えさせられることは，屋外の塀にパイプ工事

をしたということ， パイプに接地工事をしてい

なかったことの二点が取り上げられる。然もこ

の家では台風に備えて台風の前日に電気工事J;t;

に危険の有無も調査して買った直後のことだけ

に一層残念に思うわけである。この事故は主と

して電気工'j；：技術者の頭の問題にかかるのは勿

論であって，屯気の危険のポイントはどこにあ

るかをいやしくも専門家である以上知って置い

て貰いたいものである。警察でこの漏電電流を

測って見たら約10アンペアも流れたというか

ら，これでは出火することも当然考えられる

い漏電している場所も目で見てわかる筈だっ

たのである。

(C）製材工場の漏電出火

昭和35年 1月4日の昼横浜市内の某製材工場

で動力線の引込線とトタン屋根との接触による

漏電出火事故があった。これは引込線の縁廻し

線（第 1支持点と第2支持点とを接続する線）

の途中に電線の接続ヶ所があって，そこに絶縁

テープを巻くべきものを巻いていなかった。生

憎その裸の部分がトタンに触れていたのと， 当

日少し強い風が吹いたのでこの接触部分が密着

したためであろうと思われる。漏電々流はこの

量盟国E冒盟国理由・Ell

トタン屋根の棟のところでその内面の木の板を

通って大地に通じたため椋板の内面から出火し

たのであった。一方漏電々流は隣りの家の水道

管えも通じそこにも数ケ所火花が出た形跡があ

った。この火災で考えさせられるもう一つのこ

とがある。それは当日ある屯工がその家の屯灯

引込工事の改修をして行ったにもかかわらず動

力引込線の不良な点に気がつかなかったか， 気

がついても当日命ぜられた仕事以外だからとい

って不良ケ所の応急処置をしなかったかで，こ

こにも電気技術者の頭の問題がある。

（防休止中の看板灯用配線から漏電出火

昭和35年 1月13日午前3時頃横浜市内のある

食堂で看板灯配線がトタン屋根に垂れて控触し

ていたところから漏屯し屋根の内面から出火し

た。これだけではそう珍らしいケースではない

のであるが，その接触した電線は接地側の電線

でつまり トタン屋根にそれだけが触れても出火

することはない筈なのに出火したところに問題

点がある。というのはこの家の 1軒置いて隣り

にパン屋があって，そこでパン焼窯の増設工事

をするためある電工が前夜遅くパン焼作業が終

ってから配線工事をした際，鉄箱スイッチの蓋

に電線の裸になったままの部分を触れさせたの

に気がつかないで帰っていった。それから 21時

間ばかりしてから前記の食堂から出火したとい

うわけなのである。つまり200ボルトの電気がス

イッチの蓋から大地を通って 1軒置いて隣りの

食堂の屋根えと接地電流が逆流した形となった

のであって，スイッチのところで漏電々流を測

ったところ70アンペア位の電流であったという

から恐ろしいものである。この事故はもう一つ

考えさせられることがある。出火した食堂は東

電が半月ばかり前に定期検査をして前記看板配

線が不良だったのでそれを止めて来て併せて需

用家に対し改修を促す通知をし，需用家は改修

をするその当日早朝の出来事だったのである。

従って普通ならばパン屋の配線に欠陥がなけれ

ばこうした出火事故とならなかったわけで，全

く稀れなケースというべきであるけれども。こ

ういう珍らしい事故ではあるが現に起ったので

あるから，それを防ぐためにはどうすればよい
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かを私はとり上げて見たいのである。 即ち電気

工事技術者はいかなる場合でも工事修了後は安

全を確めてからその仕事場を離れること，更に

一般家庭では専門家の注意を真剣にきくこと，

その上電力会社は面倒だろうがPRを一層進め

て現実の問題と取っ組んで貰いたいことであ

る。

4. 腕も心も

昭和34年電気工事技術者の国家試験制度が通

産省令で出て， 11月に第 1回筆記試験が全国的

に行われ，6万人が受験した。私もその試験に

参画し答案を見た 1人であるが，中々出来る人

が多くいたのを喜んだ。これら受験者の中筆記

試験に合格した者は更に実地試験を経て電気工

事技術者としての合否がきまるわけなのであ

る。この試験は今のところ単に認定試験に過ぎ

ず，合格しなければ電気工事が出来ないという

制約があるわけでなし、から，受験は全く自由で

あるけれども，何れ制約されるような時代が来

ると思う。こういう傾向を察知しているためで

あろう。受験者が予想外に多かったのであっ

て，今後年2回位宛この種試験をするというか

ら数年後には殆んどすべて電気工事関係者は受

験し合絡証書を得ょうと努力されることであろ

うと思われ， l甘jに述べたような電気出火が電気

工事技術者の力の不足による心配は薄らいでく

るのではないかと思われ大いにそれを期待する

ものである。ただ試験に合絡するのと実際現場

で正しい工事をするのとは，その人の心の問題

に関連するものであるから，電気工事技術者の

教養の点も併せて向上をさせなければならな

い。これは単に電気T事：技術者ばかりでなく，

国民全体の問題でもある。

同じ事故を繰りかえす愚を重ねな いために

は，今までの多くの人の経験を活かして，原因

の一つ一つを冷静に検討し，原因となりそうな

一つでもな くすることにすべての人が努力し協

力することでなければな らない。予防係，試験

係という ものがいらなくなる ような時代が来る

ことは理想であるけれども当分はこれらの機関

によって一歩一歩事故を未然に防ぐことが一般

に課せられた使命であるように思われる。経営

者技術者には特にこの点猛省を促したい。

（筆者は神奈川県電気協会技術土）

33年中火災記録 （国家消防本部調べ〉

全焼50戸以上の火災

焼損むね数

出火日 出火場所 全焼 焼損面積 損害見積額（円〉 死 負

1月17日 岐阜県大野郡白川村 （料理旅館） 50戸 l, 516 55,243,000 1 

2月14日 大阪市大正区 53 655 13,007,940 1 

3月4日 熊本県熊本市河原町2 60 2,813 237,393,857 24 

3 " 5 " 高知県吾川郡春野村弘岡中 140 1,148 40,000,000 8 

3 "13" 青森県東津軽郡蟹田旧I（映画劇場〉 87 3,042 240,000,000 

3 "25" 茨城県新治郡八郷町 132 l, 709 40, 601, 000 

4 " 1 " 宮城県遠田郡湧谷町 67 701 26,707,600 1 15 

4 " 1 " 宮城県本吉郡志津川町 74 林建 609,000 108,686,000 
3 

l, 106 31,917,000 

4 " 1 " 福島県信夫郡飯坂!HJ（平野小学校） 123 2,884 58,865,000 '.l 

4 "10" 福島県須賀川市保土原 92 1, 512 27,345,300 

5 "23" 北海道留蔚m・ 141 3,027 33,900,000 198 

7 "18" 北海道檎山郡上の凶村 59 1,055 41, 755, 220 3 

9 "28か 愛知県名古屋市中村区椿町 61 l, 314 21, 273, 000 10 

11" 19" 鹿児島県指宿市 178 2,705 39, 114, 000 8 

建林野物60, 000 980, 000 
12" 27" 鹿児島県大島郡瀬戸内町 l, 625 20, 095 1, 000, 000, 000 - 48 

……－－…－－－山，，，＿・－・・・.J

po 
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ζ
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懸賞募集 ［火災と防火の写真」当選者

、、、、、、 賞金 題 名 氏 ;j', 住 所

1等 20,000 火と闘う人 中村四郎 帯広市大正！日J3丁目

2等 L0,000 銀座並木iif1りの火災（組写真） 森下勝弘 日動火災海上保険K.K.火災tfll

． 、、． 、、． 、． － 

,, ，， 火の用，心 佐藤 祐三 山形県赤湯局区内震橋

3等 5,000 焼跡の少女 阪井良政 杉並区正保町90

’J " 宿題 小林 正 山梨県都留市高尾町． 、． 
" ” 学校火災（火のツリー） 安多寿一 石川県金沢市東堀川町 8

、、、、、．．．． 、． 佳作 1.000 昼火事 神 島 清一 高岡市神保町11

" ’2 出初式 山本栄三 京都市中京区千本通綾小路下ノレ

” " 火事 久野 修 大牟田市曙町 2． 、． 
，， 

" 大阪自衛消防隊 若林芳行 大阪市東区淡路町 1-10
、、、、．． 

” ’E 目下延焼中 山口幸男 佐世保市大宮町 386
，， 

" 余燈（D) 緒方しげを 神戸市長田区片山町 1-176
、

" 
，， 

" (E) 
、‘ ． 

" " 火の廻りが早かった 古賀 茂夫 佐世保市祇園町34

、、、、． 、． 、．．． " " 消火（ 2) 坂田定三 名古屋市瑞穂区高田町195

" " 火災現場 佐藤久太郎 横手市栄通IDJ

" " 一斉放水（出初式より〉 芝崎次郎 横浜市中区本牧三谷75
、．． " " 残火鎮滅 伊藤義広 名古屋市昭和区天池町 2- 1

懸賞募集「私の火災経験」入選者

題 名 氏 名 住 所

入選 5,000 私の火災体験 多出さち子 徳島県板野郡板野町中久保字当部
，， 

" 手ムの火災経験 イ中尾 栄子 大阪市住吉区苅田町 9-52府営住宅24号
‘ 、． 

" " あわれな子 室井 朝 福島県南会津郡下郷町大松川和田

、、、、、、、、， 
" " 私の火災経験 伊藤敏昭 新城市宮の西16 9 

山本 品
京都内市上京区御前通り仁和寺街道下ノレ
坪方

" 彼の場合 木原一彦 広島県賀茂郡寺西町国立広島療養所

" 生命だけは助かった 前回 清 福岡市箱崎馬場町2798

" 私の火災経験 小林 jモI 長崎県島原市下ノ了 山口元義方

、、、、、.. 、、.. 
rノ 不備な配電から全焼 岡本省三 高知県須崎市新田J 林化粧品店内
勿 払の火災経験 雨宮紋一 横浜市保土ヶ谷白根町3 8 

佳作 2,500 111間の僻J也「洞川」の大火 青木 波一 京都市中京区西／京中合IUJ24

" ” Jムの火災経験 櫛谷 栄枯 新潟県新津市日宝l町

" " " 片山カズエ 大阪市生野区腹見町 2-27山本ハナ｝j

" " ノ済的大火に慌災 して ｛左蜂祐司 新潟市西郷通5 832 

主催 日本損害保険協会
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（中日春秋より〉

方i火

日！当りのえんがわで，70才位の爺さんと孫だ

i ろう小学校2年位の坊主が，きわめてのん

びりと話し合っている。

「おじいさん，火事のとき水をかけるとどう

して消えるの」 「なに，水をかけるとどうして

消える。馬鹿だな，ありゃあお前水をかけるか

ら火が消えちうまのさ」 「だからさ，水をかけ

るとどうして消えるんだい」

「わからねえやつだな，火におめえ水がかか

るだろう。水がかかりゃあ火は消えちまうのさ

わかったかい」

どうもこれでわ，いくらわかったかと云われ

でもわかりっこない。昔の子供ならこんな事を

云われでも「フン」とか云って引きさがるかも

知れないが，今の子供は，こんな事ぢや納得し

ない。だいたい「：燃えると」云うことを考えて

見ると，次の 3つが絶対に必要な条件となって

いる。 Jillち，

1. 可燃性物質の存在

2. 充分な酸素の供給

3. 物質を発火温度にまで高める充分な熱

以上3つの条件が燃焼の三要素だ。 （これはな

が申し上げるのではなし、。世の学者諸先生の説

だ〕

だから「火を消す」火災を消すのにはどうす

るか，どうすればよいのかと云うと，以上 3つ

の中の 1つをなくす事によって消防することが

出来ると云うことになる。

1. 可燃性物質の除去

2. 酸素の供給を断つ（或は15%以下にまで

稀薄にする〉

3. 可燃性物質を冷却し発火点以下の温度を

下げる事

大体以上の様な事を説明して，それから「火」

の性質と「水」の説明をしなくては，おさまら

ないだろう。 しかし私は，この方はとんと弱い

方で，私がお爺さんになって孫にこんな問題を



りか

きかれるようになれば，このお爺さんとおなじ

様に「水をかけるから消えちまうのよ」ぐらい

の返事しか出来ないだろう。

どうも学問的なお話しは苦手だ。 したがって

私がこれから申し kげるお話しはやはりこんな

むづかしい話しではなし、。東京を江戸と云った

頃のお話しなので、すO

今でこそ破壊消防だちっそく消防だ，冷却消

防だと，いろいろ呼ばれているが背は「ぶっこ

わせ」 「かたづけちまえ」が破壊消防で， 「な

んかかぶせてしまえ」 「ふたをかぶせちまえ」

が，ちっそく消防で， 「水をぶつかけろ」が冷

却消防だったのだ。

そこで江戸時代の消防方法をと云うわけで，

また例によって古物の書もつから勉強させてい

ただきましょう。ただ残念な事はこの消火方法

がどの書物にも具体的に記録されてないことな

のです。

承応3年と云うからまだ江戸に奉書火消しが

ない頃でしょう。

「北里起源」に

承応、3年11月きりむき町辺より出火，吉原大

門通り長谷川町辺まで類焼。此時吉原の町人

34人富沢町の南側を立切，火を防ぐ。西北の

風烈しく，火の粉黒煙り一面に覆ひけれ共，

濡菰をかぶり或は脇差を故，茅を切って落し

衣類に火燃付ば水をあび屋根より落ては又駈

上り，出精し働らければ，手際よく消留た

り。石谷将監殿富沢町迄相越され，殊之外賞

美，馬の前江町人共を呼誉させられたり。 此

のもの共は角町の吉蔵， 源左エ門， 喜右エ

門，町代半蔵，江戸町の次郎兵衛，十左エ門

助右エ門，甚右ェ門，市兵衛，新右エ門，同

二丁目七蔵，三之蒸，半右エ門，京町の喜右

エ門是等は殊に目立る働きたり。翌日吉原五

町の年寄，火事場にて働きたるものを呼ば

れ，樽壱荷鴨一番褒美せられしとなり。

E詔園園圃珊圃E盟・・E司

南青 葉枯

石谷将監様がおどろいたと云う角町の吉蔵外13

名の優秀なる火災防禦行動はと云うと「濡菰を

かぶり，或は脇差を抜，茅を切って落しjと云

うことで，着物に火がついたら水をかぶり，屋

根からおちたらまた上りと云うことで，消防機

械のなんにもなかった頃のはたらきとしたら大

したものでしょう。

寛文8年2月朔日本郷から出火して

侍犀一敷 2,407軒

敷

敷

屋
屋

姓

寺

町

百

136軒

132町半

170軒

を焼いた火事のときの消防のはたらきぶりを

「松雲公御夜話」から書き抜くと

一，厳有院様御代迄は定火消無之御大名方の

内，十人計も火消被叩付候。火事ニ付御出の

時分は，言外静に，行列にて御出被成り，は

やく御出無之儀如何と御老中方御尋候得ば，

指急罷出にては，人数つかれ，火本にて働難

成由，御申候へば，尤の旨にて其以後定火消

被仰付候ても右の格にて静に被罷出候。然処

度々大火に成申に付，何程人数つかれず候て

も大火に成候ては，難防候間，兎角早速かけ

付，もへ立を消濡られ候様にとの事にて其後

何も一騎かけに被出候様に成申候。

よき時代でしたナあ，火事場へ行くのに静かに

静かに行列をととのえてまたこれはおかしいと

思った御老中方も，なにしろっかれてしまって

は火事場で立派なはたらきが出来ませんからと

説明されると，その旨瓦もなりとすましていた

時代が，日本にあったのですからまことに目出

たい限りです。この頃の火消の名人に浅野内匠

頭がいた，この人は忠臣蔵で有名な浅野匠頭の

お爺さんで浅野内匠頭長直と云う人だが，この

人の消防ぶりが「松雲公御夜話」の続きに出て

いる。

其時分浅野内匠頭殿（長直〉度々奉書火消に
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御出候めいよ成火防の上手にて，毎度消留被

申に付，内匠頭殿御出候へば諸人最早火事鎮

り可申由申候。先年申の年（寛分8年〉鰍二

月朔日やらん，赤坂辺火事の時分，内匠頭殿

も奉書にて御出に候。其二，三日以後相公様

（前回綱紀〉安芸守様（浅野光昆〉へ御見廻

被遊候処，松平日向守殿と哉覧御物語被成

は，去る朔日の火事，安芸守様赤坂の御屋敷

辺に付内匠頭殿右御畳敷へ御越候。

御長屋へきびしく炎ふきかけ，其鐙御長屋へ

も付申候。内匠頭殿やねへ人数あけ置れ，兼

てうつはり等御切置候哉，長屋へ火もて付候

と其まま引崩し，火留り申候。中々手際成事

に御座候。其の後町方へ被能出何方やらん本

屋へ人数あがり 内匠頭殿も御登り候処，物置

などの様成下屋有之，急に火もへ付候得ば，

人数は引とり可申様に相見へ，なつみ申候

処，内匠殿其体を御覧候て，其俊右下屋火の

もへ付候中へ御飛込候得ば家来共こたへかね

指つづき一度に大勢とびおり申候得ばたちま

ち下屋つぶれ，火留り申侯か様の儀大体の者

の難成事の由にて，ことの外御感じ候。如何

様常体の人にては無之候故，家老大名など，

古今に稀なる大！｝Jを立，名をあげ申由，御意

にて御感被遊侠。又内匠殿常に奉書火消被印

付候ば。何方の火事には加様々々などと，毎

度家来中へならしの余儀も有之候由。火急成

所白へ人数あげ置水候ては大方は下に一長刀をぬ

き身にて御持，少もおくれ申体も候はば，手

討にも可被致体に候放，家来中も言ー外心を働

し申候由，度々御意也。

どうもこれももっぱら破壊消防の様ですが，下

で長い刀を引ねいてえばっている役目の方はい

いが，燃えている家の屋根へあげられる方はあ

まり有難くない御役目です。

天和2年成11月28日，青天さやかにし風雨の

さわりなく，と書き出しである「天和笑委集」

の中から火災防禦に関係のある処を抜率すると

開火事場にはせ付給へるやいなや一勢ー勢引

わかり，ここかしこにそなへを立，雲のごと

くむらがり来る畑にむかひ，義をさきにすす

め，命を限りにふせぎ給ふ， しかも共風はは
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げしき北風たり， ふせきとむへき水はなし，

少々井水これ有といへとも，土地高くしてそ

こふかく，水きわはるかにとふかりければ，

くみ上るにゑきなし。たまたま辻々にたくは

へ置きたる用水をくまんとすれば，ばんしゃ

く金鉄にひとしき氷となってくみ上るにゑき

なし，かかりければやたけにはやれとも其か

ひあらず。却而ほのふにせめられ風によはれ

たたいたづらに手をむなしうして引しりそく

計り也。

これは火災防禦失敗の巻です。続いて酒井河内

守忠明の家来，犬塚又内と云う侍のはたらきぶ

りを

（前田各〉へんしもはやく長屋に上り内にし、り

ほのふとほくば長屋をくづして足場をよけ，

ちかくやけば水をかけ，其聞にも四方にしげ

く限をくばり，畑にむせぶ事あ らばさし うつ

むいてゐきをつき，風ゆく方に向ふべ し，ゐ

きたゆる＇'J；：あらば，こほりをうかちて口にふ

くみかつをやめよ，などや姻水を くまざるぞ，

出々それがし手なみの程を見すへき物をと，

たけなるはしごおっ取長屋ののき 口に懸渡

し，するすると走り上りおりあへやγとよば

わりもあへず， Wilの中にまぎれ入，主君のい

さめせつ成上に叉内に下知せられ，誰か一人

ためらいあるべき，我先にとはしごを渡し長

屋上にかけ上り，あるいは掘の内にお りひた

り，星のことくにつらなり，ありのごとくに

むらかり備へを五行に立て堀水をくみ上げゑ

いゑい声を出して，命を阪にふせぎとどむ 。

夫のみならず， くまで，やりかまおの，まさ

かり，飛口，のこぎり其外ゑものゑものにて

引掛打掛，むな木，たる木，はりの木口縦横

むじんに切ておとす者もあり，本より他もん

の出合にあらず（後目的

この辺になるとひかく的具体せいのある防禦行

動が書かれている。昔の人の云い伝えを聞く

と，まづ消防の第一手段は梯子をかけて屋根へ

のぼり鳶口で屋般をむしりとって，火を上へあ

げ，こんどは火のまわりから柱を中へ中へたお

してゆき消防するとの事だが，現在の消防から

考えたら実にみじめなものだった。



同じ「天和笑委集」の薩州家臣働え沃沃にこ

んなところがある。

いととさへ死生しらずの島津武士，はけしき

下知にいさみをなし，生死のさかひを返りみ

ず，いともおかしげなるなまりごへにて，相互

に力をくわへ，ゑいやゑいやとこゑをあげ，う

ちわを以て風をよけ，むしろたたみ戸板やら

の物は云にたらず，長屋長屋の天井板まな板

こし板よきさいわいと引はなし，取はなし愛

をせんと，風をはらひ水をかけ，精力っかれ

ていきたゆれは，あら手をいれかへふせぎと

とめ，著たるいしうに火うつれとも更にひる

まず，おめきさけんて打しめす，其有様たと

へて云はばせうねつ大しゃうねつの罪人のこ

づめづあはうらせつの鉄杖にあてられ，／ILト喚

オート・スライド 「消

E軍国・珊・E酒・E彊

るにことならずすべて酉の下刻より亥の刻す

に至まで前後三時間，いきをもやすめずふせ

ぎけるゆへ，はたしてつつがなく相残る（後

略〉

一番最初に申上げました様に具体的に書いてな

いのが，残念ですがなんとなくその一片がうか

がえる様な気もします。町火消が出来いろいろ

の消防機器が出来てくると消防の方法もだんだ

ん変って来ましたが，やはり

1. 可燃性物質の除去

2. 酸素の供給を断つ

3. 可燃性物質を冷却する

と云うことになるのでしょう。

（筆者は東京消防庁予防部指導課広報係勤務〉

火 器J
一ー その選び方と使い方一一

損保協会では防火官業の一環として，この程
消火器の選び方と使い方を平易に解説した天然
色オート ・スライドを作製いたしました。

オート ・スライトとはスライドと解説録音テ
ープを自動的に連結したもので，オー トスライ
ド機とテー プコーダーさえあれば映画と同様解
説者なしで使用できるものです。

消火器には色々の種類のものがあり，例えば
電気の火災，仙の火災，等それぞれ火災の性質
によって使用する消火器は違っており，また操
作の方法も消火器によって異なっています。こ
のような点を重点的にわかり易く解説したもの

で，工場やビ、ル等の従業員の人々には勿論
のこと一般の人々にも是非見ていただきた
いスライドで映写時聞は約四分です。

フィルムや録音テープの購入ご希望の場
合は下記へご連絡下さい。

東京都千代田区神田淡路町2丁目 9番地

（損保会館内）

社団法人 日本損害保険協会

災害予防部

電話東京（251)0141（代〉 5181（代〉

- 31-



－－窃盟国医諸 国E置

懸賞募集 入 選作品

私 の 火
その 1

兵庫県の城崎温泉に近い田舎で育った私は，

父の死後に叔父を頼って神戸へ出て来て，小企

業の印刷会社に見習工として就職し， 10年勤続

して職長の地位を与えられた。世話する人があ

って妻帯し，兵庫駅前のアパートで結婚生活に

はいった。結婚後約1年して，勤め先が倒産し

て失職の憂き目を見た。解雇のとき僅か 1カ月

分にも足りない退職金を得ただけで，月収3万

円（手取〕の比較的恵まれた生情から一挙に失業

者になってしまい，明 日の米代にも困る苦しい

生前が始まった。小企業の職場では法律を無視

して健康保険や失業保険に加入していないもの

が相当あるようで，私の働いていた工場もその

例に洩れず，失業保険に加入していなかったこ

とを責めてみたところで，倒産してしまったの

だから会社にその補償を求めることはできず，

泣寝入りに終って しまった。毎日安定所へ通っ

て職を求めたが，とても給料が安くて勤める気

になれなかった。というのも妻が同郷の人の経

営している旅館の仲居に行って苦しい生活を助

けていたから，熟練工と して待遇してくれる工

場を求める余裕があったからである。叔父もい

ろいろな人たちに私の就職を頼んでくれていた

ようで，失職後5カ月程経って，京都の印刷工

場へ行かなし、かという話を持って来てくれた。

従業員 5名の小工場だが，そこの主人が工場を

一任できるような協力者を求めているというこ

とで，給料も初任給2万円で 1年後には相当昇

給させる条件も付けてくれ，夫婦2人なら生活

できるのだから，欲を言えばキリがないし，い

つまでも妻に働かせて失業者でいるこ とは精神

的にやりきれなかったので，アパートを整理し

て昨年 1月に京都へ移った。

新しい職場は二条城に近い電車通りにあり，
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家主が 2階に住み階下全部を工場に借りてい

た。主人は工場から 2キロほど離れた住宅地帯

に自宅を持ち，小さい平家に 5人家族で住んで

いた。私たち 2人主人の自宅の近くで 2階を借

りてもらい，新しい希望を持って京都での生活

を始めたのだった。主人はほとんど外交に出て

いて工場にはおらず，私は幸い主人の信頼を得

て工場のことは一切まかされて，明るい職場作

りに懸命になって働くことができた。

新しい職場の経営者は満洲から夫婦で裸一貫

で引錫げて来て，その後の10年間の努力によっ

て小工場を持ち相当幅広い得意先を持つことの

できた努力型の人であり，人生経験も傑く， ;fj，、

たち夫婦の生前についても助力を惜 しまね苦労

人で，私は多少の不平があったにしても，良き

職場を得，愛される職人であることを喜びとし

て，楽しく働くことができたのだったが，その

喜びは傑かに半年余りで火魔のために焼け滅ぼ

されてしまった。

昨年7月3on，午後7時半頃に工場の哀にあ

る木工所ーから出火して，付近5戸13世帯が全焼

した火事のために， 私の職場も跡方なく焼失し

てしまった。その日私は定時の午後6時に退勤

し，主人はまだ残っており，近火の報が自宅に

伝えられたと きはまだ帰っておらず，奥さんが

馳付けたと きはすでに延焼していたということ

で，私は奥さんより一足おくれて自転車で現場

に着いたが，火の廻りが早かったために，一物

も持出すことができなかった。

主人の常用のスクーターも店の前に放置され

て丸焼になっていたので，主人の帰宅前の火事

だということが解り，一体その時間に主人は何

をしていたかという疑問が当然起った。彼は言

いにくそうに近くのパチンコ屋に行っていたこ



とを告白したが，それにしても僅か100メートル

も離れていないパチンコ屋に居て，焼けて しま

うまで気付かなかったということだけでも，パ

チンコのような性質の遊びがいかに人生にとっ

て有筈であるかを知ることができると思う。

火災による被害は印刷機と活字が主で設備を

合わせて 150万円で，一般的には火事の被害

としてはすくないのであったが， 主人と しては

引揚後粒々辛苦して築き上げた10年の成果を一

瞬にして灰にしてしまったのだから定然自失の

態であり，彩、が職場再建の相談をしても返事も

しなかった。私は当然、火災保険に加入している

ものと信じていたので，その金で再建できると

楽観していたのだが，主人から加入していない

と聞いて博然とした。およそ現代の企業家とし

てどのような小規模のものであっても保険に加

入していないという ことは非常識も甚しく ，そ

の点を指摘する と加入しようと思いながら忙し

いのでついのびのびになっていたという。まっ

たくちょっとした油断から大火を発するのであ

るが，それにもま して，いつでも加入できる，

忙しし、から明日にしよ うと1日のばしをくり返

している聞に災害は来てしまったのである。

人聞は一つの嵯欧によって第2第3の蹟きを

するもので，火災保険に加入していたならその

保険金を基礎にして銀行から資金を借入れるこ

ともできたのであろうが，事業のすべてを失い

その上無資本では銀行との話がまとまらず，火

災前に出した手形が不渡になって自宅も手離さ

ねばならぬ結果となり，ついに火災の跡の整理

が付いた10月に家旅共々奥さんの郷里へ引上げ

てしまった。

私は主人を助けて何んとか工場を再開したい

と念願し取引先へも度々足を運んで資金の貸与

と債権の延期を願ってみたが，一介の職人の言

葉を信用する人はなく，郷里へ引揚げるときの

主人一家の乏しい荷を運んで駅まで送－って行っ

たと きは涙が出て止まらなかった。

あたら有能の努力家が不慮の火災と事務的に

ノレーズであったために，たとえ災害を受けても

その補償を受ける方法を知っていながら，みす

みすその利益を失った事実は，彩、の生訓として

－温・・圃畑・・E単調・・E掴

胆に銘じておかねばならないと思った。

この職場の火災によって彩、も非常な困難に遭

った。夫婦ぐらしでも 2万円の月収では手いっ

ぱいで，そのため萎は近くの商店から玩具の内

職をもらって来て月々僅かでも収入を得て家計

を補っていたが， 1カ月分の解雇手当をもらっ

ただけで，仲々仕事はなく 11月になってやっと

他の印刷工場に就職するまでの間の 2カ月は，

節約に節約を工夫しても借金をせねば食って行

けず，就職後もその借金が影響して，食うや食

わずで昨年の年の瀬を過した。小企業のこと

とて失業保険や健康保険にも加入していなし、か

ら，私だけでなく火災によって失業した5名の

同僚にも同じ不遇な趣年だったのである。町は

歳暮大売出しゃクリスマスの装飾にかがやき

人の渦がまいて，人々はそれぞれ生活の分に応

じてボーナス景気を味っているのに，私たちは

質屋通いをして，今日の食事を心配しなければ

ならなかった。そのみじめな生活が火事であ

り，火事に備えることを；春、った主人の大きな過

失から結果されたのである。今更どうにもなら

ない泣言ではあるが，私の生涯がこの火災によ

って足踏みをさせられたこ とを思うと痛恨に耐

えなし、。

その火事の原因も木工所で残業した人夫の煙

草の火からということで， 5戸13世帯の全被害

は2,000万円を超えるということだったが，新

聞に報道されたその実被害のほかに，私たちの

ように従業員が明日の生活に脅される被害を受

け，それがその者の生涯に大きな影響を与える

ことを考えれば，すべての人は，おのれの平安

のためだけでなく，火事を起さぬよう常に細心

の注意を し，万一火災に遭うた場合のことを考

えて万全の備えをしておくべきで， 「備えあれ

ば憂いなし」がいかに金言であるかを知るべき

である。

（筆者は京都市上京区御前通り仁和寺街道下ノレ

坪内方印刷工 30才〉

4ヌ 工〉

fr <Cr 
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火 災 概要

1. 発災場所 札幌市南四条西一丁目 創成河

畔仮設輿行場（四ヶ所〉

2. 覚知及び出勤状況

損 1害

発火日時昭和34年 6月15日午後2時

51分

イ．焼失程度

1. 八木サーカ ス 仮設テン ト張建物 977

M2 ライ オン二頭， トラ二頭演芸

道具外 4,050,000 

2. 八木サーカス 仮設テント張建物 87

M2 家具及び衣類等 l, 573, 000 

3. 八木サーカス 仮設テント張建物 27

M2 炊事道具 212,000

4. 八木サーカス 仮設テント張建物 13

M2 家財衣類 87,000

5. 岩沼ライオンショウ 仮設テント張建

物 211M2 ライオン三頭外小動物

9 演芸道具及び衣類 6,540,000 

6. 前田興行部仮設テン ト張建物 119

M2 320, 000 

7. 大崎興行部仮設テン ト張建物 119 

M2の内 100M2 180,000 

8. 石井正志 窓枠及硝子等 11,000 

9. 大浦 勇 屋根柾等 300

-34 -

八木サーカス

火災

について
一ーその 1一一一

西 脇 菊

10. 木暮初太郎仮設興行場用丸太等

605,000 

11. その他露天商等 673,200 

計建物 6,057,300

内容品 7,521,000 

その他 673,200 

合計 14,251,500 

ロ．人的被害

1. 隈災人員 4世帯 67名

2. 負傷 者重傷 4名 軽 傷43名

観客の受傷した場所は，殆んど出入口と非常

口附近である。重傷者4名のうち 1名は，八木

サーカス前で看板を見ていたと き（入場しない〉

「火事だ」と騒ぎだし，避難して来る群衆に押

し倒されたところを逃げ出した象の「きぱ」で

下肢を裂傷したもの，一名は楼敷から降り て来

るとき，首にサーカス用の小ロー プが巻かさっ

たもの，あとの二名は出口で転倒した ところを

群衆に踏まれたものであり ，その他の軽傷者は

大半転倒した（出口附近〉ときの受傷であり，

火傷者は十名であった。

原因 たばこの吸穀投棄

事前措置

1. 広報活動

1. 市民に対する広報

市の広報紙「さっぽろ」は本市 115,500世帯



に隈なく配布される市民の最も身近であり，親

まれているこの紙面 （6月15日付〉に祭典の興

行場等における注意事項について「災害のおこ

らぬよう－－－人混みの中ではとくに用心を」の

見出で四段抜き一千余字を連らねて，万一輿行

場内で火災になった場合の心構えと措置につい

て詳しく注意を与えた。

2. 興行場等関係者に対する措置

6月8日に「札幌神社祭典に伴う災害の予防

措置について」の文書を，常設映画館48，その

他の興行場及び関係者に送達レ消防設備の再点

検，災害発生に対する従業員のとるべき処置の

再認識と訓練，非常口の保守管理，禁煙の励

行，定員制の確立等について厳重に通告してあ

る。

2. 検査の概要

この仮設興行場は札幌市火災予防条例第11条

3号ロの規定に該当するものとして，同規則第

6条に基き 6月10日所轄の大通消防署を経て本

部に届出があったので，同条2項により 13日午

後その検査を実施したが，何れの興行場も八分

乃至九分通りの完成であり，適確な検査ができ

ず中止し，翌14日，午前10時から再検査を実施

若干の注意事項があったので，これらについて

は，直ちに改善するよう勧告し，正午第 3回の

検査を実施した結果，これらの改善も認められ

たので，検査済証を交付し，開場されたもので

ある。なお，各興行場の構造及び消防設備は次

の通りである。

1. 構造の概要

各興行場は丸太堀立縄締にして，周囲及び屋

根は天幕張り，客席は約10度の傾斜で根太丸太

に六分板を縄締して床とし，その上にむしろを

敷き詰めたものである。舞台は，この客席と相

対して設け，その中聞に動物，ブランコ，その

他の曲芸の舞台（広場〉となっている。 （赤林

八木サーカス以外の興行場はこの広場はなく，

客席は立見席となっているのでむしろは敷いて

いなし、。〉

非常口は入口を含め 2乃至4を設け，この扉

は天幕を下げたものである。 （非常口から随時

又は替り毎に観客を出しているので無料入場等

~・園調・E誌置

の警戒等も併せ常時1乃至2名の従業員を配し

て誘導に当 らせている。〉

なお屋根用天幕には防水，防腐を兼ねたクレ

オソート油に若干黒ローを混入したものを塗布

している。

火災発生時の概要

1. 仮設興行場所附近の概況

この場所は大通消防署から南に 500メートル

の距般にあり，都心部から梢東南部に当り，東

西丁目の基点となっている創成川をはさむ東西

の道路を南四条から同六条まで約270メートル

聞に九軒の仮設興行場が相接庇して建てられ，

この奥行場の西側（前面〕には露店商，約70店

の出店がある。

更にこの興行場の前面道路の西一丁目線は南

四条から北え一直線に南一条までの約 370メー

トノレ聞にも露店商150余店が道路の両側に相連

なり，また，本市随一の繁華街「狸小路」がこ

の露店街に丁字型に接続している。

15日は祭典中最も入出の多い日で，仮設奥行

場附近は身動きの出来ない程の賑さを呈するの

である。しかも正午から午後3時までは，その

最盛期であって，火災当時の人波は 3万～4万

人と看倣される雑踏振りであった。

2. 消防警戒員の行動

当日の普戒員は正午15分前大通消防署瞥戒本

部に集合，警戒隊長の指揮のもと，第 1班吉

田，工藤消防士は常設館，第2班浅野，阿部消

防士は狸小路及びその附近の雑踏地域，第3班

沢口，竹中両消防士は創成川畔の仮設興行場，
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そのほか，特別班として，市民会館に開催され

ている三橋美智也ショウへ荒井，江本消防士の

2名を一組と した 4班を編成し，巡回普戒の第

1回目が実施されたのである。

仮設興行場瞥戒担当の第3班は，正午野戒本

部を出発し西一丁目通りの露店街を南進巡回を

初め仮設輿行場最北端に当る八木サーカスに立

入，次に岩沼興行部，前田興行部，大崎興行部

黒川興行部，丸山興行部，佐藤興行部，キグレ

オートバイ，赤林サーカスの！｜原に実施した。こ i 

の中呼物の八木サーカス及び赤林サーカスのみ

が，定員を僅か上廻っていたので入口関係者に

入場を一時停止するよう注意を与え，他の興行

場は約定員程度であり，支障を認められなかっ

一，，
h、ー0

この一巡を終って帰路露店側の火気を巡視

し，午後2時50分南五条橋附近に差しかかった

とき八木サーカス附近で群衆の動揺を認め，こ

れが一団となって走り 出した。これと同時に火

災を感知したので，これらの誘導に努めた。し

かし短時間にして火焔が拡大上昇し附近興行場

えの延焼も考えられたので，八木サーカスに近

接する黒川，大崎，前田等の各県l行場の観客の

避難を促し，避難事故の防止に当った。

3. 火災初期におけるサーカス団員の活動状況

15日は午前9時30分間場，同10時から開演一

回の上演時間約 1時間30分，休憩時間は毎回の

終に約5分間をとり，1日の上演回数7回の予

定で開演されたものである。

1. 避難誘導

午後2時45分頃第4回目の上演に入ったが，

そのとき第3回目を見終った客が，出口や非常

口などから場外に出ている午後2時51分頃出火

した。

出火当時は客席には約650名位の観客があ

り，梢々満員に近かったが，客席以外の場所に

は観客がし、なかった。

この第4回目の最初の出し物は舞踊若衆歌祭

りの演芸で 9名の女子団員が踊り初めて 3.4分

経過したとき突然客席（棲敷〉の最後方北西角に

いた観客が「火事だー」と/ll↓び動揺をはじめたの

で，他の観客も総立となって避難を開始し，東

一36-

西の各非常口に迫ったが，第3回の見終った客

が，僅かに出切らずにいたときであったので，

各々の出入口には従業員が配置され，且つ開放

されたままになっていた。特に東側非常口（樺

敷から直通の場所〉に配置されていた係員西川

が，この騒ぎと同時にこの非常口に添って張っ

てあった天幕と非常口近くに張ったナマコ鉄板

等，逸早く取外し 1.8メートルの非常口を突差

の機転で 7メートルもの避難路を開さくした等

と相倹って，客席がスロープで椅子等の障害物

がなかったこと，横敷の高さが 1.2メートルで

あったが，大人は飛び降りが可能で，ここがま

た動物曲芸用の相当の広場になっていたこと等

から避難者の押合も少く 1分30秒内外で避難さ

れ， 1名の死者も出なかった。

2. 初期消火

非常口以外にいた他のサーカス団員も，この

騒ぎで，楼敷の後方北西角に当るまだら模様の

側幕が燃えているのを発見し，初期消火に当ろ

うとしたが，観客の避難に逆らって火点に近宿

らなければならないので，この避難者に押し返

され，どうしても火点まで進むことができず止

むなく，火災時の非常手段としての天幕の除去

により火災の拡大を防ぐことにして，それぞれ

の団員が丸太伝いに天幕の網を切りはじめた

が，急速に拡大する火勢に抗する術もなく，忽

ちにして，天幕除去どころか自分達の退避もよ

うやくの状態であった。



4. 猛獣に対する箔置

災害が発生した場合の猛獣の処置については

栓のまま安全に運搬することになっていたが，

本火災は，火勢。ぶ大が迅速で，且つこの桂の械

を避難者が通っているので，観客の 安全を考

え，焼死することを知りつつも，この救出を放

棄したものである。

なおライオン及びトラは鉄製の艦に入れ，更

に金網をかぶせであり，逃走等については厳重

な措置を施していたが搬出の措置は全くしてい

なかった。象は次の出番を待って花道まで連れ

出されていたもので，象使いは耳に鈎をかけて

待機していた。象使いは観客の騒ぎで大事を知

り直感的にこのままで、は，この火災に鰐き象が

暴れ出すと危険であることを察知し，屋外に連

れ出したが，右往，左往の群衆に合い，不覚に

も逃げられたものである。

象使いの話では，象は温順な性質ではある

が，火などを見て驚くときは，ロープで縛って

屈強の男が30人掛りで取り押えても防ぎ切れる

ものではないが，象の意のままにすれば，その

進行を妨げない限り人を襲うようなことがない

ということである。

その他馬五頭も見世場に縛いでいたのである

がこの事故発生と同時に係員が駈け付け各々の

手綱を切り放逐したもので象の場合とほぼ同様

の状態であった。

5. 水利状況

水利は，傍に創成川が流れ，両側の道路の東

一丁目，西一丁目には各々公設消火栓が敷設さ

れて良好のところである。

6. 火災覚知

1. 119党知

該火災は，南四条西一丁目八木サーカス雨西

角大浦旅館の主人，大浦勇太郎（消防団員〉が

出火点の天幕に着火燃焼中をボーイ スカ ートの

一人が帯燥のもので，叩き消しているところを

屋内玄関で凡たので，早速自家電話により 119

番で通報したものである。

通報時は，こんな小さい火に対して火災通報

したが，消防車到着前に消火してしまったら，

この混雑の折柄寧ろ通報したのが，悪かったの
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ではないかと思った程であったが，通報後，外

に出て見ると火は側面天幕から天井天幕伝いに

延焼しつつ拡大していた，と諾っている。

2. 警察電話受報

第 2報は，前記通報があってから一秒後，創

成河畔のテント張臨時巡査派出所から響察電話

で入電覚知している。

通報者i;I；，札1h)¥1；.＇.：沢前巡査派出所勤務の木島巡

査であって当日は，倉IJ成河畔天幕交番に就勤し

ていたものである。

当日木島巡査は，通信勤務中であったが外で

「火事だ」という叫び声をきいて派出所内にし、

た約20名の署員は一斉に飛出した。そのとき窓

から見た火勢の状況は，八木サーカス北側垂幕

が約2米位チヨロチヨロと燃え上っていた，こ

れをボーイスカートの団員と思われる人が 2,

3入居て叩き消し，更に幕を引きづり下してい

たが，火焔は尚その上部えと燃え上っていた。

側方の燃え上り状態は，さほど早いとは思わな

かったが，間もなく上部屋根天井天幕に着火す

ると物凄い勢いで急速に延焼拡大し遂に大火災

となった。

3. 望槽勤務

これらの覚知関係を見る と，第1報は，直近

において火災を発見通報し，次いで第2報は，

裏隣り合せ臨時巡査派出所から通報しているの

で，何れも早期発見の通報である。

第 1報者が発見した時機（チヨロチヨロと燃

え上ったとき電話通報している〉における望楼

発見は不可能であったと思う。一斉指令（望楼

上にも一斉指令機がある）を受けたときの大通

署直轄の望楼勤務者は，一斉指令電話の直前に

怪煙を認めたので，これを通報せんとした瞬間

であったと言う。然してこのときの火煙の実際

状態は，始め白煙が東南東の 6.5米の風にたな

びし、ており，この情況が 2'30秒続いた後，淡

黒色煙となり ，黒煙となり ，火胞となって瞬間

的に一面に拡大して猛火に変ったと言ってい

る。これによって見ても如何に火足の早かった

かということが窺い知れるものである。

（つづく〉

〔筆者は札幌市消防本部予防課長〉

勺
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あの頃は，寒さのきびしい上に，空気も非常

に乾燥して，感冒が大流行をしていた。70才の

伯父は，非常に丈夫な身体であり，普段は老人

達の仲間入りをしない位丈夫であるが，この寒

さにやられたらしい。保険（火災〉の外交員を

しているのだが，思わず長い間床についてしま

ったので，私が代って，集金に出かけた。市内

の某木材店であった。数ヶ月前に期限が切れて

いた。今日お金を払い込んでいただけないと，

無効になりますから，どうかよろしくお願いし

ますと，私がお願いすると，店主は「火災保険

位馬鹿馬鹿しい事はない。何年間もかけて来た

のに，かけ金は捨てた様なものである。最初か

ら掛金をかけずにその分だけ，貯金するとか，

事業の方へまわすとかしていた方がよかったの

に」と同じ様な不平ばかりを申します。私はふ

だん伯父から聞いた事のある火災保険の重要性

という例をとり出してみましたが， 私の話に

のってはくれません。 「人生には，－万ーという

事があります。その不幸な時にお救いするの

が保険員の義務です」。と，云い残して，私は

木材店を去りました。 「やっぱり駄目で した。

すみません」と私は重い足で帰って来ました。

「長い間，あの木材店へも行ったけれど，もう

今日で終りだな」とさみしげに云うのでした。

「何おまえさんの云い方がわるかったのでもな
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い。前々から，あの家は，保険の重要性を信じ

ていなかったのだ。」

その翌日の事，けたたましい半鐘の音と共に

消防車がサイレンをl鳴り響かせて，走るのを見

たのです。そして，その家が，昨日，私が行っ

た某木材店なのでした。私は， あまりの偶然に

あ然としました。急いで家へかけ込み伯父に知

らせたのです。病床で，たいくつしのぎに，か

けっぱなしのラジオから，次々と火災じようほ

うが入って来ました。工場は全焼したのです。

伯父さんは， 「困った事だ。 困った事だ」と繰

返して， じっと考え込んでいました。それもそ

のはず，期限の切れてしまった保険証書を，ま

だ保険会社までとどけてなかったのです。しか

し，あれほどにまで，進めたのに， ふり切って

しまった材木店主です。伯父は熱のある身体

に，たくさんの着物を着こんで，保険会社へ出

かけようとした所，火事の後もやっと静まりか

けてもいないさなか， ふろ しきづつみを持った

店主が，息せき切って，かけつけて来たので

す。

「どうか，昨日の事は，なかった事にしてほ

しい。今工場を失ったら，私は明日からどんな

にして行ってよいかわかりません。どうか，彩、

を救って下さい。お礼はいくらでもさし上げま

す。有金全部持ってお願いにあがりました」と

いう。伯父はりんとしたたい度でした。 「もう

証書は，手続き終りました。あなたは，昨日，

保険を止めると，おっしゃったではありません

か。もう期限は切れています」と。 「そこの所

を，どうかよろしく，お願い致します。咋日の

私はどうかしていました。どんなにでもあやま

ります。掛金は昨日受け取っていた事にしてい

ただきたい」と，そして私のひざの横へ何万円

かの札束をおいた。私は非常ないきどおりを憶

えた。こんな根じよの持主は，どっちみち正道

な道をあゆむ事は，不可能ではなかろうかと。

私達のけんまくに，たじろいた店主は，札束を

ひろい，すごすごと帰って行った。

伯父は，背なかが丸くなる位，着こんで，保

険会社へ出かけて行った。そして証書を出し，

いちぶしじゅうを話したらしい。会社側も期限



が切れたのを認めた事は云うまでもない。しか

し慾なあの店主は，そのまま会社へも行ったら

しいが，受けつけられなかったらしい。私はあ

の事件を悪夢の様に思い出す。

そして火災保険だけにかかわらず，この様な

事は，社会のすべてにあてはまるのではなし、か

と思う。幸福で平和な生活を望むなら，蔭にか

くれた，保障なくしては得られないものである

置箇園圃・盗圃圃薗盗置・圃極圏

と，保険の掛金は，不りょの事故の為だけでな

しつつましく暮す，生活の条件の様に思いま

す。掛金のおしい様な人は，その家計におい

て，もっともっと無駄な支出をしているのでは

ないでしょうか。火災のおこらない様に充分な

注意をし，又火災保険は，必らず掛けるものと

の信条を持って，今後とも歩んで行きたいと思

っています。 （終〉

（筆者は徳島県板野郡板野町中久保字当部主婦27才）
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(44頁よりつづく〉同一位相の場合の相関係数

r(M, • F,)= 0. 443より強度の逆相闘を示

し，ある程度有効湿度の考え方を裏付けしてい

ると云えよう。

又 3.2と同様に気温（同一位相の〕を固定し

偏相関係数を計算すると

r(Ft'Jl,ft • P,)=-0.435 (r(F,Jl,ft • P,) = 

0.405）となる。

4.0以上の分析の結果

(1) 火災発生件数には可成りの季節的変動が

ある。

(2) その原因として気温と湿度を措定したが

いずれも負の相関を示す。

(3）気温よりも湿度の方が強度の負の相闘を

示す。

と云うことが判明し，前述の立言を肯定する

ことが出来る。

参考に，気温湿度による火災発生件数に対する

影響率（重相関係数を利用〉を計算すると

r2(F，・M,P,)=O. 214であるから，火災発生

原因の70%以上は他の未知の要因に含まれてい

ると云えよう。 以上
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2.2分析の方法としては月別平均法と連環比

率法（所調Rearsnos法〉が考えられるが，後述

する様な理由から月別平均法を採用することと

しfこ。

月別平均法の内容は

与えられた 5年間の月次 dataを各月に着目

して月別の系列値を平均し，次いで各月別の平

均値の総平均値に対する比の 100倍をもってそ

れぞれの月の季節指数 cs・I) とする。

これにより計算した季節指数は，第2表の通

りである。

ここでは 5ヶ年間の月別dataをとったが，極

端な多数の火災発生がない場合には，もっと長

期間のdataをとった方が，季節指数の安定性は

高い。季節指数そのものは一種の平均であるか

ら長期間をとればそれだけ安定した値を取る

であろうということは類推出来るが，終戦直後

から再建復興期の異常時の dataをも含めて季

節指数を算出 した場合には，そのもつ意味がぼ

やけてしまうおそれなしとしないと思われたの

で過去5ヶ年間のdataを採用したわけである。

宏田福

1. 0はじめに

従来巷聞に「春は火災のシーズソだ」とか，

或は冬になると「これからは火をよく使うから

火の元に注意するよう」等と喧伝され，火災予

防週間その他の行事が広く取り行なわれる。此

等の立言は経験的常識的にその正しさを肯定す

ることは出来ると考えられるが，一応これを数

量的に実証し，その季節的変動の原因を何等か

の形で分析し把握しておくことは火災保険契約

の際に叉防災技術上も有意義な事であろう。

2.0火災件数の季節的姿動について

季節変動はその週期変動の型が期間を通じて

安定的な場合と変動的な場合が考えられるが，

この変動の型によって分析の方法も異なって来

るが，ここでは一応「季節変動は安定的であ

る」と仮定することとする。

2. 1分析の資料として， 33年の火災統計が入

手出来ないため昭和32年を起点として過去5ヶ

年間即ち，昭和28年より昭和32年迄の全国月別

火災発生件数を採用することとしたい。 （第 1

表〉

月 j11月 j12月 ｜合計

全国 月 男lj火災発生件数

I 1月 I2月 I3 月 I4 月 I5月 I6 月 I7 月 Is月 I9月 j10 ) 

28年 2,805 2,862 2,431 3,289 2,257 1, 191 L 396 1,541 1,380 1. 84 

29年 2, 411 3,040 3,727 2,653 2,180 L 558 l, 636 L 926 l, 713 1,64 

30年 3,418 3, 119 2,551 2,791 2,041 L 816 2, 137 2,241 L 758 L 85 

31年 3,453 4,266 3,040 3,327 2,388 1,905 1. 954 2,505 L 838 l, 91 

32年 3,803 3,463 4,938 3,954 2,540 2,000 ~.769 2, 104 l, 757 2,23 

平均 3, 178 同 0 3お7 叩 3 間 1 同 4 l, 778 I山 3 1,689 

第 1表

数 cs・I〕
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2.3この季節指数により一応火災発生件数の

季節的変動を把えることが出来るが，この月別

平均法には次の 2つの欠点が含まれている点に

注意せねばならない。

第ーに，非季節的な要素の除去の効果が十分

でないという点である。特に原系列中傾向変動

部分が残り，これが季節変動の形で表れてい

る。但しこれは最小二乗法を用いた傾向変動を

除去する方法を採用することにより避けること

が出来，原系列中に傾向変動の表れている場合

には，後記する pearsons法よりも有効である

とされている。 （この全国月別火災発生件数の

系列の中に顕著なこの傾向が認められたためこ

の月別平均法を適用した。〉

第二に，季節変動の振幅が傾向変動の高さに

比例するという考え方に全然考慮を払っていな

い，点である。

2.4さて第 1表の全国月別火災発生件数の各

年毎合計の変化をみてみると， 28年の25,677件

から漸増の傾向があることがわかる。このよう

な傾向変動がある場合には，前半から後半へか

けて傾向値は高くなり，その結果月別平均値も

前半よりは後半の方が高いという傾向を含むこ

とになる。従ってこの様な上昇的な傾向変動の

場合には，季節指数は前半において過小にな

り，後半において過大となる傾向がある。

これを是正する方法として最小二乗法を採用

する方法が考えられている。

この内容は

原系列値に最小三乗法を適用し，各月毎の

傾向値を算出し，この算出した傾向値と原系

列値の比を 100倍してえた数字を基礎にして

前述の月別平均法を適用する。

この方法を利用して季節変化を調べてみる

と，第 1図が火災発生件数の推移であり，第3

表が火災発生件数の傾向値，第4表が傾向変動

第 1図 火 災 発生件 数の 推移

4.0CO 

3 ooo I ！＼ I '¥ 

レノ ＼、JJ v ... へJ
1.000・ ，．， ． 

~ 23材 3Ji 3k 3予f

第 3表 火 災 発生件 数の 傾向 値

I 1月 I2 JJ I 3 月 I4 月 I5月 I6 月 I7 月 Is月 I9月 j10月 ［11月 j12月 l合計

2~：1 129 . s f 13i. 4 I ni. o 1L19. 4 101. 9 53.5 61. 0 81. 0 I 95. 2 I 109. 2 1, 154. 0 

29年 104.4 131. 0 159. 8 113. 2 92.5 65.8 68. 7 80. 5 71. 3 68.1 97.2 85.8 1, 138. 3 

30年 139.4 126.6 103. 1 112. 2 81. 7 72.3 84.3 88.0 68. 7 72.1 100. 9 I 139. 4 1, 188. 7 

31°＇下 132.5 162.9 115. 6 125.9 90.0 71. 5 73. 0 93.l 68.0 70. 7 89. 5 156. 3 1, 249. 0 

32~下 138.3 125.4 178. 1 71.2 __62:7_：~3_1 61 8 . 78. 4 曲 9: 120. 2 1, 233. 1 

平均 128.8 135.5 133.5 128. 5 91. 4 66. 9 10. 2 I 80. 9 66. 2 74. 1 94. 5 122目 2

第 4表 傾向愛動除去後の季節指数 （S・I) * 

I 1月 I2月 I3 月 I4 月 I5月 I6 月 I7 月 I8月 I9 月 j10月 j11月 ［12月 ｜総平利

平 均四si日5.5 I 133. 5 I 128. 5 I 91. 4 I 66. 9 I 70. 2 I 80. 9 I 66. 2 I 74. 1；似5i 122. :2 I 99.什

訂｜石戸｜可｜司訂｜石｜可I~I 66.6IU5！~；1-rn.;「寸
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分析することとする。

3. 1火災発生件数と勾象的要因との関連を分

析する際には，日本全体の火災統計では処理す

ることが出来ないから，地理的に中心である大

阪を例にとり論を進めたい。

大阪における32年を起点とする過去5ヶ年の

月別火災発生件数は第 5＂＇受の通りである。

この表で各年毎の合計火災発生件数の推移を

みれば判るように，大阪の場合は必ずし も全国

各年毎合計の如く単調明大傾向にないことがわ

かる。このため，季節指数を算出する際前述の

月別平均法を採用することは如何かと思われる

ので，P巴arsons法をとることにする。

pearsons法の内容は

毎月の火災発生件数を前月の件数を 100と

する対前比連環比率に換算する。

除去後の火災発生件数の季節指数である。

この季節指数 cs・I勺と先に第2表で示し

た季節指数cs・I)を比較すると，前半に於て

S・I*>S・Iであり，後半において S・I*< 

S・Iとなり暫増的な傾向変動のある こと を示

している（第2図参照〉

,SI 

/:SI* 
" 

一一一一一一_j;__

季節指数
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12（月）

大阪における 月見IJ火災発生件数

I 1月 I2月 I3 月 I4 月 I5月 I6 月 I7月 Is月 I9月 10月 11月 l12月 1訂 I I 

~：·I 2281 2叶 1671 1引 1叶川判叫 1421 ' : 
29年I 167 I 203 I 219 I 170 I 141 I 109 I 143 I 150 I 128 I I 
30桐 146I 141 I 108 I 102 I 78 I 59 I 103 I 104 I 95 I 79 139 I 149 I 1 I 

31~1 265 I 2川 221I附 1引附 183I 別 ｜ 山川日7I 320 I 2, 4 3 i 

iO 

第 5表

q 8 7 6 5 3 

各月別の連環比率の平均値 （中央値〉を求

める。

この中央値の系列を 1月を固定必準にした

連鎖指数に修正する。

12月の連鎖指数に 1月の中央値 0.737をか

けても69.2となるから，これを 100.0になる

ように修正する。

修正指数の全体の平均値を 100.0とする指

数に直す。 （季節指数〉

これによ り計算した季節指数（ S • I は第6

表の通りである。

3.2次に上記によって求めた季節指数と気象

要素との関連を分析しよう。

まず第ーにこの季節指数（＝F）とj程度（＝

H）との単純相関係数を求めると

L;(F1-F1)(M,-M1) 
r(F1・M1)-

νt CF~ －F,)2 L;(M戸市，）2

以上の分析の結果火災発生件数には可成り強

度の季節的変動があることが判明したが， 次に

この季節的変動を与える原因を分析してみょ

っ。
3.0火災発生件数に季節的安動を与える原因

について

火災の原因は人為的なものと自然、的なものと

に分けて考えることが出来よう。前者に属する

ものとしては，生活様式，建築儀式，文化の程

度，人口の多少その他が上げられ後者に属する

ものとしては所調気候要素を上げることが出来

る。前者についてはこれを数量的に把握し分析

する ことは多大の困難を伴うと考えられるし，

又これらの要因の中で季節的変動に第一次的に

影響を与えると思われるのは，むしろ自然的要

因であると考えるので，本論においては，この

向然、的要因，その中でも特に湿度を中心にして

- 42 -



L:F，・M,-L:F, • "[)'vl,Ln 

-"1I=Fi2コ'f,F，）古川｛訂作一（6M1)2／η｝
=-0.443 

となり，従来の種々の研究発表の結果と一致

し，可成りの負の相関の存在することが明瞭に

なった。

しかしここで注立しなくてはならないのが，

気温（＝P）の影響である。気温（＝ P）と出

火件数（＝F）及び気温（＝ P）と湿度（＝M)

との相関係数を計算するとと，

r (P，・F，〕＝－0.277

r (Pi ・Mi)=0.338 

となる。即ち，r(P，・ル1,)=0.338であるから，

r(F, • M,)=-0.443の中には気温の影響を

も含んでいると考えられるので，気温を固定し

て出火件数と湿度との関係を調べねばならな

い。それには偏相関係数

r(M,・Fi) r(M，・P，）・r(F,.P,)
r(M, F, • P， ）一一一＝＝士一ー一一一一一一一一

ゾ (1一〆（M, • F,

を求めれば良い。l![lち

r (M,Fi • P,) =-0. 405 

となり，やはり出火件数と湿度との聞には相当

度の逆相関の存在することが明白となった。

3.3さて，以上の分析は同一月の出火件数と

湿度を対比させたので，いわば同じ位相で論じ

臨温圃瞳函・・・届・・..  

て来たが，湿度が火災に与える影縛は当日の湿

度の外に当日以前の湿度の内科を問題にする必

要がある。即ち

Heを実効湿度， Hmを当日の平均淑度，H

(n）をn日前の平均湿度とすると

的 （n 6α：：？何η）=(l 

He(o)=(l α）｛Hiη（o）＋σHm(l)+ 

a2Hm(2）＋・・・｝

ニ（1-a){Hm(o）＋α［品川l）＋α

Hm(2）＋…］｝ 

=(1-a)Hm(o）十aHe(l)

となり， Gに0.7を用いると当日の火災に影響

する実効湿度はその70%は過去の湿度に depe-

nd して居り，当日の湿度により影響されるの

はその30%にしかならないからである。

しかし，この実効湿度の考え方を導入して分

析するには各月の晦の火災発生件数が必要であ

るが，その資料がないため「各月間の火災発生

件数はその月内においては平均的に発生する」

と仮定して，各月の火災発生件数を毎月の日数

で割ったものをその月の 1日の火災発生件数と

することとした。なお，分析の方法と しては

「1目前の湿度と当日の火災件数とを対比させ

る」という方法をとることとしたい。即ち
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第 7表月 完IJ Mt, Ft, Ft' 

I 1月 2月 I3月 4 月 I5月 I6 月 I7月 Is月 I 9 Jj I 10月 I11月 112月 ｜合 言！
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F1をt月の季節指数， ntをt月の日数， Mt 

を t月の湿度とすると

F/=(F, Ft/ηi)+Fi-1／川一1

二 Fi（川－1)/n,+Fi-l／叫－1

となり，このM：とFtを対比させるわけであ

る。

各月別の Mt,Ft, Ft’を表示すれば，第7

表の通りであるO

これを用いて相関係数を計算すると

r(M，・F,')=-0.464となり（以下39頁へつづく〉
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日本損害保l剣品会殿御用命

国家治防本部検霊合格

日本機械工業株式曾紅
本社

大阪’常業所

名古屋営業所

前阿佐業所

ft!J f；営業所

札幌出張所

工 場

東京都中央区京橋3ノ2 （片倉ビル）

大阪市北区中之島 7 ノ 1 0 

名古屋市中区小林町 2 9 

福岡市・西堅柏 2 ノ 2 8 1 

仙台市北 一 番丁 3 2 

札幌市 北 一 条 東 2 丁目 7

八王子市中野町 3 6 1 7 

電話東京（281)8 0 5 5 8 

大阪（44)5 0 7 8 -9 

名古屋（24)1371・ 2742

福岡（65) 3 6 3 8 -9 

ii11 f; ( 2 )8831 ( 3 )6660 

札 幌（ 4) 2 6 6 4 

八王子（ 2)7281-5 



専 売 特許

会密閉蓄圧式消火器
特殊精製四塩化炭素

超強 力消火剤使用

ブレ

~ 

.7G 

スJL. ，、広

（車輔船舶用弘 ・%gal・・…－一 般 用 %、1gal入）

金大消火銃
（放射管 ・特殊背負＿，，，， ンド付）

( 1 gal ・1.5gal入）

国家消防本部検定合格
損害保険料率算定会 認 定
運輸省車輔用．船舶型式承認品

消火器専門メーカ ー

ゴ ー ル デ ン エ ン ゼル株式会社
本 社 東京都中央区銀座東六の七電話東京（541)7379,4611～4639 
北海道出張所 札幌市南一条西十四丁目一番地電話 札 幌② 0
九州l出張 所 福 岡 市万 行 寺 前 /llJ45 電話福岡 ③ 5 5 2 3 

場 東京都杉並区八成l町十五番地逗話東京（391)2 0 8 2 

「
損

感 知器による 発見

手動による消防署直結ま で一貫／

通報少 な い速い

火
災
報
知
機

東京都千代図区神図書聖路町2~ 9 鍋保会館内

発行所社団法人日 本損害 保険協会
電話 東京 （251)0141（代〕 ・5181（代）

｜設計 ｜｜製 作 ｜｜ 工事 ｜｜保守 ｜

（年4回1.4.7.10月発行）昭和35年4月1日発行季刊「予防時報J第41号
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